
予算特別委員会会議記録

予算特別委員長 三浦 正臣

１ 日 時

令和３年３月１２日（金） 午前１０時００分から

午後 ２時４６分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

三浦正臣、鴛海豊、志村学、井上伸史、清田哲也、今吉次郎、阿部長夫、太田正美、

後藤慎太郎、衛藤博昭、森誠一、井上明夫、木付親次、古手川正治、土居昌弘、

嶋幸一、元吉俊博、御手洗吉生、阿部英仁、成迫健児、浦野英樹、高橋肇、木田昇、

羽野武男、二ノ宮健治、守永信幸、藤田正道、原田孝司、小嶋秀行、馬場林、

尾島保彦、玉田輝義、平岩純子、吉村哲彦、戸高賢史、河野成司、猿渡久子、堤栄三、

末宗秀雄、小川克己

４ 欠席した委員の氏名

大友栄二、荒金信生

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、会計管理者兼会計管理局長 森山成夫、

議会事務局長 浦辺裕二、人事委員会事務局長 藤原隆司、

労働委員会事務局長 森優子、監査委員事務局長 牧敏弘、

企業局長 工藤正俊 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案令和３年度大分県一般会計予算、第２号議案令和３年度大分県公債管理特別

会計予算、第１２号議案令和３年度大分県用品調達特別会計予算、第１４号議案令和３年

度大分県電気事業会計予算及び第１５号議案令和３年度大分県工業用水道事業会計予算に

ついて審査を行った。

９ その他必要な事項

な し



１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 矢野順子

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

議事課委員会班 主任 麻生由香里



予算特別委員会次第

日 時：令和３年３月１２日（金）１０：００～

場 所：本会議場

１ 開 会

２ 歳入予算全般審査

（１）予算説明

（２）質疑・応答

３ 歳出予算審査

（１）議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、

監査委員事務局、会計管理局関係

①質疑・応答

（２）総務部関係

①予算説明

②質疑・応答

（３）企業局関係

①予算説明

②質疑・応答

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

三浦委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。

本日以降の委員会は、昨日の委員会において

決定した運営要領及び審査日程により行います。

なお、審査にあたっては、運営要領に従い、

円滑に運営できるよう御協力をお願いします。

この際、付託された予算議案を一括議題とし、

これより歳入予算関係の審査に入ります。

説明は、簡潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、歳入予算関係について、執行部の

説明を求めます。

和田総務部長 第１号議案令和３年度大分県一

般会計予算のうち、歳入全般について説明しま

す。

別途配付している予算特別委員会資料（歳入

全般）を御覧ください。この表は、歳入予算に

ついて款別に令和３年度当初予算案、令和２年

度当初予算額、増減額、増減率を表したもので

す。

左下の歳入合計欄の一つ右にあるように、当

初予算案は、７，０２７億３，１００万円であ

り、その右の２年度当初予算額６，５４８億６，

３００万円と比べると、４７８億６，８００万

円の増、伸び率で７．３％の増となっています｡

歳入予算の主な内容について、今御覧いただ

いている資料と、令和３年度予算に関する説明

書により説明します。

まず、表の一番上、第１款県税については、

３年度当初予算案Ａにあるとおり１，１４３億

円で、その右の２年度当初予算額Ｂと比較する

と１３７億円の減、率にして１０．７％の減と

なります。これは、新型コロナウイルス感染症

の影響に伴い、法人関係税や地方消費税等が減

収となることによるものです。

詳細については、予算説明書の５ページをお

開きください。

第１項県民税ですが、右肩にあるとおり３５

６億６，９２０万３千円を計上しています。

このうち、第１目個人については、左から４

列目の比較欄にあるとおり１０億９，３０７万

２千円の減となっています。これは、新型コロ

ナの影響を受けた給与所得の減等によるもので

す。

おめくりいただいて、次に、７ページの第２

項事業税ですが、１９８億８，５８２万４千円

を計上しています。

このうち、第２目法人については５３億１，

６５７万５千円の減となっており、同様に、企

業業績の悪化等によるものです。

続いて、９ページの第３項地方消費税につい

ては、３０９億３，１３８万６千円を計上して

います。

このうち、第２目貨物割は、輸入取引を対象

とするものですが、コロナの影響に加え、県内

製油所の火災に伴う原油輸入量の減少が見込ま

れることなどにより６３億６，３６９万８千円

の減としています。

資料にお戻りいただいて、上から二つ目の第

２款地方消費税清算金については５０９億４，

６００万円を計上しています。これは、税務署

等に納付された地方消費税をそれぞれの都道府

県が一旦受け入れた後、各都道府県間で清算す

るものですが、地方財政計画における全国ベー

スでの個人消費の動向などを踏まえ、前年度と

比べ３３億８，４００万円の減、率にして６．

２％の減を見込んでいます。

その下の第３款地方譲与税については１５３

億円、前年度に比べ７６億９００万円の減とな

っています。これは、令和元年度の１０月より

法人事業税の一部が国税化され、都道府県に再

配分する偏在是正措置により創設された特別法

人事業譲与税が、法人事業税と同様、コロナの

影響を受け７４億７，９００万円減少すること

によるものです。

次に、第５款地方交付税１，７９０億円と、

表の下から三つ目の地方交付税の振り替わりで
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ある臨時財政対策債３３２億３００万円との合

計は、表の一番下に示しているとおり２，１２

２億３００万円となっており、前年度と比べ２

０３億２千万円の増となっています。これは、

地方税等が大幅な減収となる中で、国の地方財

政計画において、一般財源総額が確保されたこ

とによるものです。

次に、第７款分担金及び負担金は３７億７，

５４９万８千円と、前年度から３０億８，８５

２万１千円の減となっています。これは、令和

２年度に計上していた国直轄事業に係る市負担

金の繰上償還が皆減したことによるものです。

その下の第９款国庫支出金については１，２

５７億５，９７５万４千円と、前年度と比べて

１７８億９，７５５万６千円の増となっていま

す。

主なものについては、予算説明書の５３ペー

ジをお開きください。

第２項国庫補助金の第３目保健環境費国庫補

助金については、左から４列目の比較の欄にあ

るとおり１７５億８，８６５万４千円の増とな

っています。これは、５６ページの一番下にな

りますが、感染拡大防止対策として新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括支援交付金が１６９億

８，３４７万４千円皆増することによるもので

す。

また、社会経済再活性化を図るための新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

ついても、第１目総務費国庫補助金から第７目

土木費国庫補助金及び第９目教育費国庫補助金

までの八つの目において３５億６，３４２万７

千円を新たに計上しています。

そのほか、５９ページの第５目農林水産業費

国庫補助金については１９億７，２３８万２千

円の減、また、６８ページの第７目土木費国庫

補助金についても６４億７，９６４万１千円の

減となっています。これは、公共事業のうち、

県土強靱化に係る令和３年度事業分が、今年度

３月補正予算に前倒しされたことなどによるも

のです。

続いて、７３ページをお開きください。

第１０目災害復旧費国庫補助金は、令和２年

７月豪雨災害の復旧工事の進捗に伴い３２億１，

２６６万９千円の増となります。

資料にお戻りいただいて、第１２款繰入金に

ついてですが、１２４億３，５３６万６千円と、

前年度と比べ２７億２，５３７万５千円の減と

なっています。

詳細については、予算説明書の９２ページを

お開きください。

第２項基金繰入金の第１目財政調整基金繰入

金１５億円と第２目減債基金繰入金のうち５０

億円が、いわゆる財政調整用基金となりますが、

前年度に比べ１２億円減の６５億円としていま

す。

ページをおめくりいただいて、下から３行目

の県立文化・スポーツ施設等整備基金繰入金に

ついては、９億７，２６２万７千円の皆減とな

っています。これは、県立芸術文化短期大学の

施設整備が終了したことによるものです。

再度資料にお戻りいただいて、第１４款諸収

入については１，００１億５，５９８万円と、

前年度に比べ４６８億２，５５８万９千円の増

となっています。これは、県制度資金貸付分が

コロナの影響を受け増加したことに伴い、金融

機関への預託額が増加することなどによるもの

です。

最後に、その下の第１５款県債についてです

が９１２億４，５００万円と、前年度と比べ６

７億５，８００万円の増となります。これは、

さきほど説明したように、臨時財政対策債が大

幅に増加する一方、県土強靱化に係る令和３年

度事業分が今年度３月補正予算に前倒しされた

ため、公共事業に充てている県債が減少するこ

とによるものです。

以上をもって、令和３年度当初予算案の歳入

全般についての説明を終わります。

なお、詳細については、御質問をいただき、

私若しくは関係課長からお答えするので、よろ

しくお願いします。

三浦委員長 以上で、説明は終わりました。

この際、委員の皆さんに申し上げます。

これより質疑に入りますが、本委員会での質

疑は、事前に通告のあった委員を優先して指名
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します。発言は、私から指名を受けた後、起立

し、発言願います。発言の際は、お手元のマイ

クを使用してください。

質疑は、付託された予算議案に対する内容に

とどめるとともに、説明資料名、ページ及び事

業名等を明らかにしてください。質疑の方法は

一人一括問答方式となっており、質疑は関連質

疑も含め一人５分以内、再質疑は２回までとな

っているので、要点を簡潔にお願いします。

なお、関連質疑は関連した内容にとどめ、関

連以外の質疑にわたらないようにお願いします。

また、執行部に対し、資料の要求等がある場合

は、質疑とあわせて要求していただくようお願

いします。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が４名います。

それでは、順次指名します。

堤委員 先日配付された財政収支見通しについ

て質問します。

この中の財政調整用基金について３３０億円

の回復目標としていますが、新型コロナ感染症

の影響で大変県内の景気は厳しいと。今の県税

収入を見れば本当に分かりますが、何にしても

県税収入が増えなければ、財政調整用基金への

積立ては厳しくなると思います。歳出も同様で

すが、歳入確保でいろんな施策を講ずるのは当

然ですが、今後の見通しについてはどう考えて

いるのか。

また、今年の県税、交付税、臨時財政対策債

の歳入見込みと昨年と一昨年の見通しを比較す

ると、かなり減少していることも数字上見られ

ます。当然コロナという非常に大きな影響で景

気後退が大きいと考えられますが、今後、歳入

増として具体的にどういう方策を図っていこう

と考えているか、お尋ねします。

髙木財政課長 今後の収支見通しについてです

が、県税は新型コロナの影響により令和３年度

は大きく落ち込むものの、４年度以降は徐々に

回復するとした国の中長期の経済財政に関する

試算に基づいて、その成長実現ケースの名目成

長率を１年遅れで反映して機械的に算出しまし

た。先行きが見通しにくい中ですが、国に対し、

４年度以降についても、地方財政対策上、一般

財源総額の確保をしっかり求めていきます。

また、例えば、新型コロナが長引き、さらな

る社会経済の再活性化が必要になる場合につい

ては、コロナ対応の交付金等の増額を要望する

とともに、県税収入が予想よりさらに落ち込ん

だ場合は減収補填債等の発行要件の拡大等につ

いても要望し、歳入確保に努めていきます。

歳出についても見込み得る財政需要は全て織

り込んでいますが、高齢化の進行等により社会

保障関係費や投資的経費の増加に伴う公債費等

は依然として高水準になることから、４年度以

降も毎年度６０億円を超える収支不足が見込ま

れます。このため、引き続き行革マインドをし

っかり持ちながら財政調整用基金取崩しを極力

抑制し、令和６年度末までに３３０億円を確保

していく見通しになっています。

もう一つ、歳入の確保について御質問があり

ましたが、県税、交付税と臨時財政対策債のい

わゆる一般財源と言われているところについて

も、確かに堤委員の御指摘のとおり前回の見通

しよりかなり減っています。一方で、歳出にお

いても税収に連動した市町村への交付金や消費

税清算金、これは他県に清算金として支払うも

のですが、そちらも大きく減少することから、

これらを差し引いた実質的な一般財源はほぼ変

わらない見込みとなっています。しかしながら、

今後も予断を許さないことから、地方財政計画

において、さきほども申しましたが、一般財源

総額の確保をしっかり国に要望していくととも

に、これまで積み立ててきた特定目的基金の活

用や県有財産の売却などあらゆる手段を活用し、

歳入確保に努めていきます。

堤委員 あの資料を見れば国の成長率を見て機

械的に算出しているのはよく分かります。ただ、

今、全国的に言われていることは、ウイルスの

新たな株が発見され、第４波が来るのではない

か。そのため、景気後退が非常に大きくなり、

成長率は見通しよりかなり下がる危険性がある
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わけです。

さきほどそういうことを含め検討されている

という話でしたので、ぜひしっかりやっていた

だきたいし、３３０億円の財政調整用基金は、

我々とすれば何かのためのときに使う分だから、

それに四苦八苦して行財政改革で職員の削減と

かをするのではなく、３３０億円については、

しっかり行革以外の部分に手を入れていただき

たいことを述べて終わります。

原田委員 まず、予算編成は例年以上に難しか

ったのではないかなと思っています。大変御苦

労さまでした。

その中で、歳入全般について２点伺います。

まず１点は、今回、県税収入を前年度比マイ

ナス１０．７％と想定されてつくられています。

私もどれぐらい減っていくのかはとても気にな

っていて、マイナス１０．７％というのは思っ

たよりもそこまでなかったのかなと思います。

というのは、私は別府に住んでいますから、観

光産業が主体となりもっと落ち込みはひどくな

るのではないかなと思っていました。全国的な

様子を新聞報道等で私自身調べましたが、福岡

マイナス５．９％、熊本マイナス９．５％、東

京マイナス７．３％、沖縄マイナス１３．６％、

大阪マイナス１７．７％になっており、兵庫は

大分と同じマイナス１０．７％となっていまし

た。これを見たとき、観光産業が主体となって

いるところは落ち込みがひどくなるかなと思い

ましたが、大分のマイナス１０．７％の算定に

ついてはどう考えるのか。また、この数字が全

国的に見てどういう状況なのかをお答えくださ

い。

２点目は、臨時財政対策債についてです。今

回、発行可能額の増額を国が認めたことから６

７％増の約３３２億円となっています。以前か

らこれは多くの方が感じていますが、国はきち

んと後年で交付税措置をしてくれているかとい

う話です。

最近ではトップランナー方式に代表される成

果主義的な考えとか、また、財政調整用基金が

たくさんあるところはという話も聞こえてきま

すが、これが措置されているのかをぜひお聞き

します。

それに伴い、臨時財政対策債を除く実績残高

はこの前の補正を入れて６，３２６億円になっ

ています。行財政改革推進計画の目標６，５０

０億円は維持していますが、だんだん上限に近

づいてきているのではと思いますが、これから

の財政運営についてどのように考えているかを

伺います。

山口税務課長 私からは１点目の県税収入につ

いてお答えします。

令和３年度の県税収入は１，１４３億円とい

うことで、令和２年度当初予算１，２８０億円

からマイナス１０．７％、額にすると１３７億

円のマイナスを見込んでいますが、税収を見込

むにあたり、国の地方財政計画や内閣府の経済

見通し、県内経済の動向、県税収入の推移、税

制改正の本県への影響額などに鑑みて算定して

います。

国の地方財政計画では、令和３年度当初は令

和２年度当初に比べてマイナス７．９％となっ

ているので、これと比べると大分県はこれより

２．８ポイント下回っていることになります。

さきほども説明があったとおり、昨年５月に発

生した県内製油所の火災の影響により原粗油の

輸入量が落ち込んでいることなどから、地方消

費税貨物割が大きく減収となると見込んでいる

ためです。この影響を除けば、試算すると国の

地方財政計画並みの前年度比マイナス７．８％

という数字になるので、全国的なものと考えて

いいのではないかと思います。

髙木財政課長 臨時財政対策債についてお答え

します。

臨時財政対策債については、もともと地方交

付税として配分されないといけないものが、原

資となる国税収入が足りないので、代わりに臨

時財政対策債で取りあえず借りるという形で措

置したものであり、それを後年度の交付税に算

定することで、交付税としてもらう制度になっ

ているので、元利償還金相当額については全額

が後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入

されています。これについては交付税の資料を

作っており、それにもしっかり全額算入してい
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るのが確認できています。

ただ、今後も予断を許さないので、一般財源

総額、マクロとしての交付税の額をしっかり確

保していくのが一番大事だと思います。

また、原田委員から御指摘のあったトップラ

ンナー方式も確かに入っていますが、国もトッ

プランナー方式を使い、地方交付税の圧縮等は

行わないと言っていますし、もしそうなった場

合は、県もしっかり対応したいと思っています。

また、臨時財政対策債を除く実質的な県債残

高については、交付税措置のない県債の発行を

できるだけ抑制しながらやった結果、今年度末

については、昨年度より３２億円減少していま

す。ただし、令和３年度は喫緊の課題である強

靱な県土づくりを加速させるため、県単事業を

積極的に活用することとしており、令和３年度

末では６，３２６億円と前年度から６４億円増

加する見込みです。

今後は、やはり交付税措置率が低い県債発行

をできるだけ抑制し、６，５００億円以下に抑

えていくことが、交付税等の意味合いもありま

すが、公債費等の減少にもつながっていくと思

います。ただ、見通しについては、毎年２０億

円ほど公債費がどんどん伸びていく状況もある

ので、ここはしっかり６，５００億円以下の堅

持を肝に銘じながら財政運営をしていきたいと

思います。

原田委員 よく分かりました。

そこで、ぜひ和田総務部長にお聞きします。

今、臨時財政対策債分はちゃんと全額交付され

ているという話がありましたが、和田総務部長

は総務省で交付税の関係も担当されていました。

この考え方、国の現状はどういう状況か、ぜひ

お伺いします。

和田総務部長 臨時財政対策債については、今、

財政課長から答弁しましたが、基準財政需要額

の算定方法は、地方交付税法、省令で全額算入

するとなっています。一方で、交付税はミクロ

の積み上げでマクロを決めているわけではなく、

総務省と財務省の折衝でいくらと額を先に決め

るので、先に決まった額のうち臨時財政対策債

に充てる部分がたくさん出てくると、それ以外

のところは確保できないとしわ寄せで削ること

は当然あり得るので、それが恐らく臨時財政対

策債は来ているはずなのにほかが全然来ていな

いという不満になっているだろうと思います。

いずれにしても何が大事かというと、財務省

との間でしっかり交付税も含めた一般財源総額

全体を確保することが何より肝要かなと。臨時

財政対策債の分は来ているがそれ以外のところ

が減っているので、トータルとして交付税をい

かに確保するかが一番大きな課題だと思います。

原田委員 よく分かりました。

財務省との折衝の中での数字となるのでしょ

うが、将来的に総務省に帰られたとき、ぜひ大

分のことも御配慮願いたいと思って質問を終わ

ります。

浦野委員 私は、清涼飲料水自動販売機の使用

料収入について質問します。予算説明書の８１

ページです。

清涼飲料水の自動販売機については、事業者

からコロナの影響によって、例えば、県立病院

の見舞い客の制限とか各種イベントの中止や縮

小等の影響で、自動販売機の設置場所によって

売上げがかなり大きく落ちていると聞いていま

す。この自動販売機の売上げの状況についてど

のように把握されているかが質問の一つ。

もう一つ、自動販売機事業者との契約におい

て、感染症対策による影響についての規定は何

かありますか。

石掛県有財産経営室長 清涼飲料水自動販売機

の使用料収入についてですが、自動販売機につ

いては地方機関も含め全庁分を県有財産経営室

が取りまとめて公募しています。

それぞれの貸付契約については、各所属と設

置業者の間で行っていますが、売上金額につい

ては当室、各所属とも把握していない状況です。

また、貸付契約の中で感染症対策による規定は

ありませんが、貸付料を軽減するためには各所

属と設置業者の間で協議が必要となり、今回、

関係団体からの要請もあり、当室が各所属に対

して統一的な取扱いを示し、休館や休校になっ

た期間の貸付料について還付しました。

浦野委員 私も今回自動販売機の契約について
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いろいろ調べてみて、まず、民間の事業者との

契約、例えば、民間の商業施設に自動販売機を

置いてある場合は、ほとんどが売上げに連動し

て使用料が決まるような仕組みになっているの

が主流です。逆に言うと、売上げが下がれば設

置事業者の使用料も下がり、ある程度自動的に

調整される仕組みがありますが、行政が管理す

る施設の場合は、さきほど答弁があったように

公募で固定の額で決定される。例えば、売上げ

が上がれば事業者の利益は増えますが、売上げ

が下がれば赤字になることもあり得るというこ

とですね。一般的に季節的な要因で、例えば、

冷夏で飲物の売上げが少なくなって利益が少な

くなった。これはある意味、事業者が甘受すべ

き問題かと思いますが、ただ、ここ１年のコロ

ナの影響というのは、設置場所によってはずっ

と売上げが下がる要因が続いているのが現状だ

と思いますし、今後も向こう１年、見通しが立

たないのが現状かと思います。

実は支援策について、例えば、人件費だった

ら雇用調整助成金が使え、また、場所代につい

ては、家賃支援が自動販売機の利用料について

使えないかということを調べてみましたが、実

際、これは家賃支援には使えない。やはり大き

く売上げが減ってしまい、固定の使用料を払っ

ている自動販売機については、使える支援策が

極めて少ないのが現状ではないかと思います。

さきほどの答弁で、休館になったところにつ

いては返金されているということですが、例え

ば、休館とか施設の閉鎖までは至らないが、大

きく売上げが減った状況に関して、何か対応を

検討されていますか。

石掛県有財産経営室長 自動販売機の貸付料に

ついては、委員の御発言のとおり、県において

は売上げに連動した形にはなっておらず、算定

基準に基づき、それを上回る競争価格で一番高

いところに落札者として貸付けを行っています。

今回、休校、閉館したところについても、物

理的に自動販売機のところに行けないので、そ

の期間については還付しました。それ以外につ

いては、なかなかコロナによる減額の影響がど

れぐらいあるか把握できないこともあり、どの

程度還付するかも定めることはできないので、

一律に閉館、休館のところに還付することで対

応しました。今のところ、売上げに応じた還付

をすることは考えていない状況です。

浦野委員 休館となった場合だったら使用料が

戻ってきて、メンテナンスもしなくていい。逆

に言うと、売上げがほとんど上がっていないが

自動販売機が動いている場合は、メンテナンス

もしなければならないわけですね。その格差が

非常に大きいかなと思い一つ問題を提起します。

あと、特にコロナの影響を大きく受けている

ような場所についてどのような対策をするかは

それからだと思いますが、まず実態をある程度

把握されてはどうかと思いますが、いかがです

か。

石掛県有財産経営室長 確かに今のところ、売

上げの変化は把握していない状況なので、事業

者が売上額等についてどういう状況か、話を伺

えれば、所属等を通じて実態等の把握はしたい

と思います。それを受け、どうするかはまた改

めて検討したいと思います。

猿渡委員 自動車税に関してですが、障がい者

自身が所有する自動車については自動車税の減

免を受けられますが、大分県では、基本的に家

族所有の自動車については減免が受けられない。

１８歳以上の身体障がい者の場合、同一世帯の

家族所有の場合も減免が受けられないことにな

っていると思います。

これに関して、家族所有の自動車についても

自動車税の減免を受けられるようにしてもらい

たい。福岡県では、障がい者と生計を一にする

者の自動車も減免できるようになっている。大

分県は障がい者と同居家族への支援はされない

県なのでしょうかというメールをいただきまし

た。

この方は、お母さんが障がい者になられ、既

に御自身が持っている車で送迎しているわけで

す。障がいが大きければ大きいほど、障がい者

が運転することができなくなることと、障がい

者が車屋に行って車両を購入することなどでき

ないのは誰もが容易に理解できることと思うと

おっしゃっています。
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ましてや、大分県は公共機関の交通が網羅さ

れているわけではなく、息子の所有する自動車

で障がいのある同居の母親を送迎することは日

常的にあるということで、ぜひ家族所有の分も

認めてもらいたいとおっしゃっています。

私の調べた範囲で、埼玉県、群馬県、千葉県、

兵庫県なども福岡県と同様に生計を一にする者

の自動車の減免もできるようになっています。

１８歳以上の身体障がい者と生計を一にする者

が所有する車にも減免の対象を広げるべきと考

えますが、いかがでしょうか。

山口税務課長 自動車税の身体障がい者減免に

ついてお答えします。

自動車税の身体障がい者減免は、障がい者本

人にとって自動車が日常生活に不可欠の生活手

段であることから、そのハンデを克服し、社会

生活を営むための一助となるように税制上配慮

したものです。

また、障がい者本人が自動車を運転すること

が困難な場合もあるので、障がい者本人の通学、

通院、生業のために利用する場合に限り、障が

い者本人が所有する自動車であれば、障がい者

と生計を一にする方が運転する場合であっても

減免を認めています。

本県の身体障がい者減免を受けている自動車

のうち、今言った障がい者と生計を一にする方

が運転しているものは全体の約３割あり、言う

までもなく、租税の基本原則は公平性というこ

とになるので、障がい者と生計を一にする方が

所有する自動車についても減免を行う場合は、

やはり他の一般納税者との均衡などを含め、慎

重な検討が必要であると考えます。

猿渡委員 障がいを持っている状態で御本人が

車を購入される場合には減免の対象になるわけ

でしょう。運転する方は家族でもいいわけです

よね。だけど、メールをいただいた方は、息子

さんが既に車を持っていて、日常的に息子さん

が使うわけですが、お母さんの送迎にどうして

も必要なわけですよね。車がなければ、お母さ

んとの生活ができない状況にあるわけで、そう

いうケースも減免を認めている都道府県はたく

さんあるので、障がいのある人もない人も心豊

かに暮らせる大分県づくり条例を持っている大

分県として、ここの部分にも減免を広げるよう

今後ぜひ検討していただきたいと思いますが、

もう一回答弁をお願いします。

山口税務課長 繰り返しになりますが、基本的

に自動車税は、所有していれば４月１日現在で

かかる税金です。

この身体障がい者減免というのは、同居家族

への支援が目的ではなく、障がい者本人の自動

車税の税負担を軽減することで社会生活を営む

ことを支援しようと設けられた措置です。当然

やっている県もありますが、それだけではなく、

さきほど言ったようにそもそも車を所有してい

ればかかる税金なので、一般の納税者との均衡

を考えたときにどうなのか、減免を行うことに

よってどういう効果があるか、減収はどれぐら

いになるかとか、そういったところを総合的に

情報収集し、慎重に検討すべき課題であると考

えます。

猿渡委員 いろいろな面を今言われたように総

合的に考えながら、障がい者が家庭にいること

でフルタイムで働けないとか、いろんな事情も

あるかと思うので、ぜひ前向きに考えていただ

きたいということを重ねて申し上げ、質問を終

わります。

三浦委員長 以上で事前通告者の質疑を終了し

ました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

衛藤委員 財政収支見通しについて、県税の収

入見込みの中で中長期の経済財政に関する試算

における成長実現ケースを採用しているとあり

ます。

Ｗｅｂを見てみると、成長実現ケースとベー

スラインケースの二つが用意されていますが、

この中で成長実現ケースを採用された理由を教

えてください。

髙木財政課長 確かに成長実現ケースとベース

ラインケースの二つがあります。

成長実現ケースについては、国がデフレの脱

却、経済再生という目標に向け、今、いろんな

経済対策を取っていますが、そういう政策効果

や過去の対策等を踏まえて勘案し、試算したリ
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ストになっています。

県は、独自で経済成長率を見込むことができ

ないので、基本的には国の方針と同じように、

成長実現ケースを活用して機械的に試算してい

ます。

衛藤委員 少し質問にミートしていないような

気がします。今、私は、ベースラインケースで

はなく、成長実現ケースを採用した理由を教え

てくださいと質問しました。今の話は、国がそ

ういう成長をさせると言っているから採用した

という理由で、ベースラインケースを採用しな

かった理由にはなっていないと思います。

過去の名目成長率を見てみると、コロナの影

響を除いた──すみません。ちょっと正確では

ない部分があるかもしれませんが、暦年のを見

ると、２０１６年１．２％、２０１７年１．６

％、２０１８年０．６％、コロナ前の２０１９

年でさえ０．９％と、過去の成長実現ケースは

全く実現していないという実態がある中、どう

して成長実現ケースを取れるのか。

知事も常々、国は国、国が間違うこともある

し、その中で県は正しいことをしていくんだと

おっしゃっている中で、これは理由としては矛

盾しているように思います。言っていることと

やっていることが違う。ダブルスタンダードな

のではないか、都合のいい方だけ採用されてい

るのではないかと疑問を持っています。

改めて伺います。

私は今回のコロナの影響を受け、成長実現ケ

ースの達成は、正直かなり厳しいと思っていま

す。そういった中、ベースラインケースを採用

しない理由をしっかり説明してください。

髙木財政課長 成長実現ケースは、確かにかな

り厳しいかもしれませんが、県としては国と歩

調を合わせ、国が取っている経済対策等もしっ

かり受け入れながら事業をすることになってい

ます。それは公共事業でもそうですが、国の５

か年対策についても、本年度の３月補正予算で

昨年度１７８億円だった３か年対策を今年度３

月では３６０億円と倍増し、しっかり対応して

いるし、また、コロナ対策についても、国の交

付金等を活用しながら、社会経済再活性化の対

策を講じるなど、国全体で取り組むことで成果

が現れてくる。

コロナ対策もワクチン接種等においてある程

度抑えられれば、今の国の経済成長ケースだと

令和３年度中にある程度回復するとなっていま

すが、しっかり国とも歩調を合わせると、やは

りそこを採用するのかなと思います。

ただ、ベースラインケースも仮で試算してい

ます。大きなところは、やはり地方税の伸びで、

これがかなり違ってきますが、ただ、地方税が

塞がると、さきほどの質問でもあった一般財源

総額をしっかり確保していただければ、国の財

源保障機能が働き、地方交付税、若しくは臨時

財政対策債である程度確保されていくと見込ん

でおり、ベースラインケースと成長ラインケー

スで試算した場合、５年間で３４億円ほどの収

支差が出てくると見込んでいます。これは１年

間に換算すると約６．８億円、７億円を切るぐ

らいで、もしベースラインケースにとどまった

場合はそういうものも勘案しながら、その都度、

そのときの実情によって対応していくのかなと

思っています。

衛藤委員 やはり実態が今までと違ってきてい

る。今まで成長実現ケースをつくっていながら、

これは自民党の私が言うのも非常にあれですが、

達成できていないことや、今まで実現できてい

ないことを踏まえれば、やはり私はベースライ

ンケースを採用すべきだと思います。

来年以降も見通しをきちんとしていくと思い

ます。その中できちんと地に足のついた収支見

通しをつくっていただくよう要望します。

三浦委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって歳入予算関係に対する質疑を終わ

ります。

なお、執行部が入れ替わるので、しばらくそ

のままお待ちください。

〔総務部退室、各局入室〕

三浦委員長 これより、議会事務局、人事委員
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会事務局、労働委員会事務局、監査委員事務局、

及び会計管理局関係予算の審査に入ります。

なお、これらの事務局関係予算については、

説明を省略し、直ちに質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

それでは、これより質疑に入ります。

事前の通告者が４名います。

それでは、順次指名します。

猿渡委員 労働委員会事務局に質問します。

昨年の決算特別委員会のときの答弁では、雇

用労働政策課と共にコロナに関する集中相談会

などに取り組んでいるが、直接コロナに関する

相談や争議はないと言われました。

その後、コロナに関する取組やコロナの影響

を受けた相談や争議などの状況はどうでしょう

か。コロナ禍の労働状況の変化をどう感じてい

るか、今後どのように取り組んでいくか、答弁

願います。

岡崎調整審査課長 労働委員会は労使紛争の解

決、調整を行う機関ですが、紛争の未然防止、

労使間の安定を図るため、本県では労働相談を

実施し、事案のすくい上げに努めています。

５月、８月の臨時相談会以降、日々の相談業

務に加え、定期的に開催している労働相談週間

での集中相談や、雇用労働政策課が主催する出

張労働相談への参加などにより対応しています。

相談件数は、昨年１月から１２月までの間で

２１１件でした。新型コロナ関連の相談は、雇

用調整助成金の申請など制度の問合せに関する

ものが５件ありました。今年は２月末現在で既

に６９件の相談が寄せられており、経営悪化を

理由にした解雇や休業手当の未払など内容もよ

り具体的なものとなっています。

これらの相談に対しては、必要な助言や情報

提供を行うほか、自主解決が難しい困難事案に

ついては当委員会のあっせん制度を紹介してお

り、１件があっせん申請につながっています。

なお、労働争議調整事件等は今のところ発生

していません。

県内では、コロナの影響による解雇等の見込

みの労働者数は５５４人と比較的抑えられてい

るものの、依然厳しい状況にあると認識してい

ます。

雇用調整助成金の特例措置の縮減など状況変

化によっては、集団、個別を問わず、様々な労

使紛争が発生することが予想され、円滑、適切

に紛争解決に導けるように委員会内においても

事例検討を行う等、情報収集、研鑽に努めてい

ます。

猿渡委員 労働相談の周知はどのような形で行

っていますか。幅広く周知し、気軽に相談でき

るような取組が今、必要と思いますが、どうで

すか。

森労働委員会事務局長 一義的には県の広報媒

体を使うほかに、求人情報雑誌の裏面に広告を

掲載したり、雇用労働政策課が発行する情報誌

に毎回労働委員会の案内を掲載するなどしてい

ます。

また、関係機関とも情報共有を随時行ってお

り、その際、我々のあっせん等の仕組みについ

ても御理解いただき、活用に結び付けるような

取組を行っています。

猿渡委員 求人情報誌など効果的かと思います。

若い方にはＳＮＳとかホームページ等、ネット

を通じてのＰＲも有効かと思うので、今後とも

お願いしたいと思いますが、どうですか。

森労働委員会事務局長 現在、県の広報媒体も

ＳＮＳになっていますが、今いただいた御意見

を参考にまた検討します。

守永委員 人事委員会事務局の予算概要３ペー

ジに任用関係事業費について記載がありますが、

職員の募集、試験案内関係について、この事業

で賄われているようですが、優秀な人材を受け

入れるためには様々なところに呼びかけ、多く

の方に受験していただくことが大事だと思いま

す。

具体的にどのような取組をされてきたのか、

また今後、令和３年度ではどのように取組をさ

れるのか伺います。

藤原人事委員会事務局長 近年、受験者が減少

している中でもあるので、委員が言われるとお
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り、様々なところでの呼びかけが大変重要だと

認識しています。

受験申込みの際のアンケートの複数回答の結

果によると、受験者がどこから情報を入手して

いるかについては、県のホームページを含むイ

ンターネットで７０％強、次に大学等での就職

説明会が３６％、県の職員採用ガイダンスと職

員募集案内がそれぞれ３０％、県及び市町村の

広報媒体で２０％弱となっています。例年、こ

のようなところに重点的に力を入れています。

実績を見ると、コロナ前に大学等での説明会

を２４回行い、３６０人の参加、県のガイダン

スを３月、６月、１２月の年３回開催し、６５

０人の参加がありました。今年はほとんどオン

ラインに移行しました。

また、民間企業の採用活動の活発化、早期化

に対応するため、令和２年度に新設した上級試

験特別枠では、大手就職サイトと連携した学生

へのダイレクトメールが功を奏し、競争倍率が

１８倍となりました。

さらに、実際に現場を見せることで、県の土

木職の魅力を知ってもらうバスツアーを初めて

開催しました。加えて、福岡市の新拠点ｄｏｔ．

（ドット）で少人数による情報トークを新たに

実施しています。そのほか多くの学生が利用す

るＳＮＳも積極的に活用し、フェイスブックの

フォロワー数は現在４０４人、ＬＩＮＥ登録者

数８８９人となっており、引き続き、各任命権

者と連携し、多くの受験者確保に努めていきた

いと考えています。

守永委員 アンケート結果でホームページ等を

参考にされた方が７０％ということで、それぞ

れどういうところにアプローチしているのか様

子が分かりました。

また、ｄｏｔ．、特に福岡にいる方を大分に

引き戻すという表現がいいかどうか分かりませ

んが、大分県を受験してもらうということで活

用していただければ、そこに拠点を置いた成果

もあるのかなと感じました。

いずれにしても、様々なツールがあります。

ただ、そのツールで大分県を知ってもらい、そ

こでやりがい、働きがいを感じてもらうんだと

いうことをどのように伝えるかが大事だろうと

思うので、その辺は若い方ともいろんな意見交

換をしながら、特に採用１年目の方とかはまだ

生々しい感覚を持っているはずなので、そうい

ったことも参考にして、積極的に多くの方々が

大分県を目指していただけるよう頑張ってくだ

さい。

森委員 議会事務局に伺います。予算概要の議

会運営費に関してです。

議会の政策議論をより深めるため、リモート

での調査活動等がコロナ等の影響もあり、昨年

来行われています。

その中で、参考人招致などで議論を深め、ま

た、各振興局とリモートでつないでという工夫

もしながら行ってきましたが、議会棟、この本

会議場、また、委員会室を含め、ネットワーク

環境や音響設備に関して十分に整っているとは

言えないのではないかなと感じています。また、

予算も前年と同じぐらいですので、この予算の

中で対応していただきたいと思いますが、十分

でない部分については新たに予算化が必要では

ないかと考えますが、それについて伺います。

田北総務課長 議場などの整備状況についてお

答えします。

まず、音響設備については、議場内の音が聞

き取りづらいなどの御意見をいただいたので、

２月に専門業者による調整を行いました。

ネットワーク環境整備については、平成３０

年の政策検討協議会の報告を踏まえ、ＩＣＴ活

用の取組の中で検討を進めています。その中で、

３月より試験的に情報提供アプリＷｏｗＴａｌ

ｋの活用を始めたところです。

また、業務の効率化につながる次のステップ

として、県の電子県庁推進本部の検討状況も考

慮しながら、さらなる情報通信機器の整備とと

もに、ネットワークの環境も整えていきたいと

考えています。また、予算についてもしっかり

確保していきます。

森委員 政府も、自治体のデジタルトランスフ

ォーメーション推進計画を昨年１２月に策定し、

それに伴い各都道府県もデジタルトランスフォ

ーメーションについての取組を行っていると思
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います。当然議会に関しても、今後取組をお願

いします。

玉田委員 人事委員会関係で予算概要３ページ、

任用関係事業費について伺います。

視覚に障がいを持つ方のこれまでの応募実績

が分かれば教えてください。

藤原人事委員会事務局長 視覚に障がいのある

方の受験についてですが、まず、点字による受

験を可能としている試験区分ですが、例年１０

月に行う障がい者を対象とした職員採用選考に

おける一般事務及び教育事務並びに例年６月に

行う上級試験の行政及び教育事務において実施

しています。

また、拡大文字を希望する方については、障

がい者を対象とした職員採用選考及び上級試験

において、通常試験問題の文字サイズは１２ポ

イントで提供していますが、これを１４ポイン

トまで拡大して対応しています。ほかにも、ル

ーペや電気スタンドなどの持込みにも対応して

います。

これまでの受験実績についてですが、点字受

験者が１人、また、拡大文字やルーペ、電気ス

タンドの持込みによる受験者は８人となってい

ます。

玉田委員 拡大の方は１００人ということでい

いですかね。少し最後が聞き取りづらかったで

すが、それはまた後で教えてください。

募集要項をどう配布されているか──配布し

ていると言ったらおかしいですが、もっと言う

と、どういう募集の仕方をしているか、具体的

に話せる範囲があれば教えてください。という

のも、さきほど局長から、近年の受験者にアン

ケート調査をしたら、７０％の人がインターネ

ットのサイトで見たなど、晴眼者にとってはい

ろんなアプローチの仕方があるのですが、障が

いを持った方については、大分県の採用試験が

いつあって、こんなことがあるというのをどう

いうルートで、どんな形で伝えているか教えて

ください。

藤原人事委員会事務局長 まず、さきほどお聞

きづらかったと思いますが、拡大文字やルーペ、

電気スタンドの持込みによる受験者は８人です。

受験案内の配布、周知の仕方ですが、メイン

はホームページによるものを、基本的には競争

試験、選考試験ともに考えています。それ以外

では市町村の窓口とか、県の広報媒体を通じた

ラジオ、テレビ、新聞、市町村の広報紙、あら

ゆるものを通じて受験案内の周知をしています。

玉田委員 募集案内が４１１万１千円というこ

とですが、どういう形でやったらいろんな方に

情報が行くのかということもこれから検討いた

だき、進めていただければと思います。どうか

よろしくお願いします。

三浦委員長 以上で事前通告者の質疑を終了し

ました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

堤委員 人事委員会の関係で、人事委員会勧告

のことを聞きます。

職員給与等実態調査を１年間やり、賞与とか

給与の支給状況等を調査しましたね。１４２事

業所を調査していると出ていますが、対面での

聞き取りか、文書なのか、そういう調査手法で

すね。

あと、５０人未満の事業所は完了率の計算か

ら除外していますが、５０人未満を除外する理

由は何か。

最後は、当然人事委員会勧告ですから人事委

員会で審議されると思いますが、どういった意

見が出ているか、直近のが分かれば教えてくだ

さい。

藤原人事委員会事務局長 まず、制度の仕組み

ですが、人事委員会勧告の民間実態調査の制度

設計については人事院が行っています。実施に

ついては全国の人事委員会と共同で行っていま

すが、その中で県職員の給与条件を適正なもの

にしていく中で、どういった規模の民間事業所

で調査を行うかについては、県職員の役職段階

とほぼ同等であることから、企業規模、事業者

数ともに５０人以上の事業所が選定されている

ということです。その上で、調査については職

員が聞き取り調査を行っています。

堤委員 人事委員会で勧告を出すとき、いろい

ろ会合を持つじゃないですか。その中で、勧告

に対し、どういった意見があるか、それとも意



- 12 -

見がなく、調査した結果こうですよというのが

そのまま認められているのか、議論した経過は

どういう状況かを伺います。

藤原人事委員会事務局長 民間実態調査の結果

を事務局の職員が毎年度、特徴のある部分につ

いて人事委員会に報告し、委員会からいろんな

質問を受けながら、事務局の職員と議論した上

で、最終的には勧告という形で毎年出していま

す。具体的にどういった質問があるかというこ

とに関しては、景気動向を反映した民間の調査

結果に今年どういった特徴があるかといった御

意見を時々委員から受けます。

堤委員 役職段階で５０人以上が選定されてい

るような話でしたが、なぜ５０人未満を外した

のか、具体的理由はちょっと分かりにくいです

ね。当然県職員の給与ですから、全体を見て計

算して決めるわけでしょう。だから、５０人未

満であったとしても、当然そこで働く従業者の

方々もおられるわけでしょう。そういうところ

をなぜ外すのかいまいちよく分かりません。そ

れをもう少し聞かせてください。

もう一個気になるのは、聞き取り調査という

ことですが、書面上で記入していくのか、それ

ともどういう形で聞き取りをするのか。形式が

何か決まっていて、これをチェックしながら、

この部分の給与は４月の支給がいくら、手取り

がいくら、扶養がどうだとか、そういう具体的

な調査項目の中から聞き取りをしたのをまとめ

て、全体で比率を出してやるのか、そこら辺が

分かりにくかったからもう一回お願いします。

藤原人事委員会事務局長 聞き取り調査の内容

ですが、県職員とほぼ同等の役職を有するポス

トにある人の給与について、４月分の月例給の

支払がどうなっているかということに関して聞

き取りで調査を行うということです。

もう１点、５０人未満のことですが、５０人

以上の企業であれば公務員と同等の役職段階が

あり、比較可能であるという考え方が人事院で

示されていることによるものです。

堤委員 簡単に言えば、５０人未満は結局、県

職員と同等ではないということですね。

藤原人事委員会事務局長 いろんな事業規模が

ある中で、県職員の給与を比較する組織として、

事業所の人数が５０人以上の企業であれば比較

可能なところであるという考え方です。

小嶋委員 さきほど森委員から発言があった議

会事務局について、１点だけ。

今年の予算執行には多分ならないと思います

が、委員会室の設備の充実と言うか、それぞれ

発言するときにマイクを持ち回りでやっていま

す。口に付けて発言する方もいらっしゃるし、

その後、今の状況では消毒もできるわけではな

いですね。ですから、コロナ禍の中でそういう

やり方でいいのかどうか、私も疑問に思ってい

たので、せめて委員会室の委員のデスクにマイ

クをつけるとかの検討を始められたらいかがか

なということが一つ。

それから、第３委員会室などでちょっと大き

めの講演会などをするとき、ワイヤレスマイク

はチャンネル数が少ないので、意見を言うとき

にジージーいって、切って切ってみたいな話が

よくあるので、せめてワイヤレスマイクも多チ

ャンネルのものに切り替えていく工夫は最低限

必要かと思いますが、いかがですか。

田北総務課長 委員会室の状況については、私

も承知しています。

今、小嶋委員が言われた委員の固定マイクで

すが、そういうものも検討していきます。

そして、確かに今、第３委員会室においては、

チャンネルの関係でハウリングする状況はあり

ます。それは、次年度の予算の中である程度の

整備をしていきます。

どちらにしても、委員会室も含めて環境整備

は必要だと思いますので、そこはしっかり検討

と整備をしていきます。

小嶋委員 議会が開催されるのは年間４回で委

員会室を使う機会は少ないので、コストパフォ

ーマンスという意味では非効率かもしれません

が、他の会議で使うときでも活用できるのでは

ないかと思うので、ぜひ積極的に検討いただき、

コロナ禍での委員会の開き方が物理的にどうあ

るべきか、ぜひ御検討いただければありがたい

と思います。

井上（伸）委員 コロナ禍の中で一般財源をど
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うやって削減するかですが、そういった中にお

いて、用品購入費についてお聞きします。１８

億４，７００万円で昨年度より６，７００万円

増えている。この内容について、どうしてこん

なに増えたのか。

それから、購入する場合、振興局においては、

地元の品を購入してほしいという思いがありま

す。大分市で買うことが悪いというわけではな

いですが、やはり地方を活性化するため、少し

でも地元で買ってほしいという意見があるので、

その辺も含め、説明してください。

中村用度管財課長 ただいまの御質問にお答え

します。

まず、一つ目の６，７００万円の増額は、用

度管財課が実質お金を持っているわけではなく、

各部局から来年何を買いたいかを聞き、予算を

立てています。その中で、来年は新規事業とし

て教育委員会で特別支援学校の再編事業などが

あります。そういう事業とか、試験研究機関で

去年より少し多めに機械を買うということが積

み重なり、６，７００万円の増額となっていま

す。

また、二つ目の地域で物を買うということに

ついてですが、今、本庁では３万円以上は用度

管財課が調達して買っています。ただ、大分市

内以外、つまり、日田とかでは、５０万円以内

は地域で買えるようになっています。用度管財

課で調達しているのが、そういうところでは５

０万円以上となっています。

井上（伸）委員 分かりましたが、とにかくこ

ういった調達も、向こうから言ってくるからど

うのこうのというのは分かりますが、言ってく

るからそれだけの予算を付けたというのではな

く、もう少し精査し、本当に必要なのかを用度

管財課の立場として考えてほしいと思います。

さきほど言ったように、コロナ禍で非常に厳

しいときだからこそ、節約しながらコロナ対策

に充てることも必要ではないかと思うので、あ

えて申しました。

太田委員 議会事務局にお尋ねしますが、予算

書を見ると行政のデジタル化ということで、こ

れからの議会のデジタル化の予算をどう見てい

るのか、お尋ねします。

田北総務課長 議会の全体のデジタル化ですが、

さきほど申したように、いろんな環境整備が必

要になってくると思います。具体的に言えば、

タブレットもそうですし、ネットワークの環境

整備等も必要になってくると思います。

平成３０年に政策検討協議会で検討した中で、

ある程度の方向性を示していただいたので、そ

れを今度また議員の皆さんと一緒に議論しなが

ら、効率、効果的な整備をしていく必要がある

と思います。

そこで、当然必要な予算については、財政課

等と協議し、しっかり予算化していきたいと考

えています。

三浦委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって議会事務局、人事委員会事務局、

労働委員会事務局、監査委員事務局及び会計管

理局関係予算に対する質疑を終わります。

暫時休憩します。

午前１１時２０分休憩

午後 １時００分再開

三浦委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

これより総務部関係予算の審査に入ります。

説明は、主要な事業及び新規事業に限り、簡

潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、総務部関係予算について、執行部

の説明を求めます。

和田総務部長 それでは、令和３年度当初予算

のうち、総務部関係の歳出予算について御説明

します。

お手元の令和３年度総務部予算概要の１ペー

ジをお開きください。総務部当初予算（一般会

計）の概要についてです。

左側のⅠ予算のポイントを御覧ください。

総務部では、昨年度に策定した行財政改革推

進計画を着実に実行していくとともに、次世代

の社会の姿を見据えた安定した財政基盤の構築

とスマートな行政運営に向けたデジタル化を強

力に進めていきます。
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具体的には、行政手続の電子化を加速させる

ため、各業務プロセスの見直しを進めるととも

に、電子申請及びマイナンバーカードの普及促

進を図ります。

また、社会資本・公共施設の適正管理、財政

資源と職員人材の活用などにより、行財政改革

を着実に推進します。

次に、３枚おめくりいただき、２ページをお

開きください。令和３年度の一般会計予算案の

総額は、上の表の左から２列目の予算額（Ａ）

欄、上から三つ目の総務部の計にあるように１，

５５９億６１６万３千円です。

これを令和２年度当初予算額と比較すると、

右端の前年度対比欄の上から三つ目にあるよう

に６４億４，８５２万８千円、率にして４％の

減となります。これは、新型コロナウイルスの

影響等により、税収が減収したことに伴う地方

消費税清算金等の減によるものです。

それでは、主な事業について御説明します。

１１ページをお開きください。事業名欄の下

から二つ目、行政手続電子化加速事業費１，６

４１万８千円は、県民の利便性向上及び行政運

営の効率化を図るため、行政手続の電子化を推

進するとともに、電子申請の利用促進を図るも

のです。

具体的には、業務プロセスの見直しを行うア

ドバイザーを配置し、行政手続の電子化を加速

させるとともに、大分県電子申請システムや市

町村の子育てワンストップサービス等を利用さ

れた方を対象とした電子申請利用促進キャンペ

ーンを実施します。

次に、１７ページをお開きください。県有施

設等災害時緊急対応事業費２億５千万円は、台

風や豪雨等の大規模災害発生時に対応するため、

県有施設等の緊急的な復旧に要する経費をあら

かじめ確保するものです。

次に、３４ページをお開きください。事業名

欄の一番上、公債管理特別会計繰出金６１８億

９，４５４万６千円は、県債を償還するため、

通常債分の元金相当額を公債管理特別会計へ繰

り出すものです。臨時財政対策債の償還の増等

により、前年度と比べて約７億円の増となって

います。

その下の減債基金積立金９２億４千万円は、

１０年満期一括償還方式で発行している全国型

市場公募債について、その償還の平準化を図る

ため、借換債を発行し、通算３０年での償還と

していることから、毎年度発行済額の３．３％

相当を満期に備えて積み立てておくものです。

次に、３５ページを御覧ください。事業名欄

の上から二つ目、公債管理特別会計繰出金６１

億６，４３４万８千円は、さきほどの元金と同

様に通常債分の利子を特別会計へ繰り出すもの

です。借入金利の低減などにより、前年度と比

べて約８億円の減となっています。

次に、３７ページをお開きください。事業名

欄の財政調整基金積立金から県有施設整備等基

金積立金までは、それぞれの基金の運用利息を

積み立てるものですが、四つの基金を合わせた

積立金の総額は、一番下の目の計にあるとおり

２億７，８０２万７千円となっています。

次に、４０ページをお開きください。表の左

端の区分の欄の上から二つ目の事業費のうち、

左から二つ目の目名欄の上から三つ目、地方消

費税清算金から一番下の利子割精算金までは、

それぞれ税収に応じて、清算のため他の都道府

県へ支出するもの及び市町村へ交付金として交

付するものです。

次に、４３ページをお開きください。事業名

欄の上から二つ目、県税徴収事務費です。

右端の事業概要の欄を御覧ください。主なも

のを御説明します。

上から二つ目の二重マル、県民税徴収交付金

１６億８，０２４万５千円は、個人県民税を賦

課徴収する市町村に対し、徴収取扱費を交付す

るものです。

また、その二つ下の二重マル、自動車税徴収

強化対策事業費１，３６４万円は、自動車税種

別割の納期内納付の促進に係る広報活動等に要

する経費です。

なお、令和２年度の自動車税種別割の納期内

納付率は、前年度から４．０ポイント上昇し、

８２．５％となりました。引き続き納税手段の

多様化等を進めることにより、納期内納付率の
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一層の向上を図っていきます。

次に、６０ページをお開きください。スマー

ト自治体転換推進事業費１，２０６万９千円は、

人口減少や少子高齢化の進展に伴う市町村行財

政の構造的課題に対応し、持続可能な行財政基

盤の構築を図るため、市町村のＩＣＴ活用等を

推進するとともに、公営企業の経営健全化に対

する支援として大分県水道広域化推進プラン

（仮称）の策定に向けた広域連携シミュレーシ

ョンを実施します。また、市町村職員実務研修

制度等を通じて、地方創生を担う職員の人材育

成を支援します。

以上で、総務部関係の歳出予算の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いします。

三浦委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

事前の通告者が６名います。

それでは、順次指名します。

堤委員 まず、予算概要の１１ページの行政手

続電子化加速事業費です。

マイナンバーにひも付けられているものは、

所得税、住民税、年金、健康保険、雇用保険な

どの情報ですね。さきほど説明があったように、

個人にとって利便性がある、また、行政にとっ

ても簡単になってくるような説明がありました

が、具体的にどのように利便性が上がるのかと

いうことが一つ。

あと、マイナンバーカードは、なかなか普及

していませんが、行政機関そのものはマイナン

バーを持っているので、他の行政機関が保有す

る同一人物の個人情報を引き出して名寄せする

ことができる。対象とする人物に関する様々な

データを名寄せすることで、その人物像を仮想

的に作り出すことが可能となる。その人物の将

来予測とかリスク評価も可能となり、対象者を

特定の基準に従って評価したり、分類や選別、

等級化などを行い、特定の目的に沿って対象者

への働きかけや干渉、誘導、制限、排除、優遇

などを行う可能性がこのマイナンバーにはあり

ますね。

そういう点からすると、プライバシー侵害と

いう基本的人権の侵害につながるのではないか

と。最近では、中国がこういうものを活用して

人物を特定するような状況が大きく報道されて

いますが、そこら辺の基本的人権の関係ではど

うなのかということ。

二つ目に、予算概要の２７ページ、職員厚生

費です。

健康診断とか心の健康事業など職員の厚生な

どの予算となっていますが、平成２２年から令

和元年までで１２２人、実質９８人の定数が削

減されていますが、病気休職者の推移は平成２

９年で２６人、３０年で３０人、自殺者も４０

歳代と２０歳代で２人となっていますね。

超過勤務時間も増えており、職員の健康管理

について、体と精神の管理、職場環境の変化、

上下関係の状況などの原因があって、付いてい

けなくなってしまっているのではないかと思い

ますが、そこら辺の因果関係等についてどう考

えていますか。

最後に４３ページ、税務課、県税徴収事務費、

これは毎回聞いていますが、換価の猶予制度で

職権と申請についての今年度の実績はどうか、

数字はゆっくり言ってください。

岩尾行政企画課長 まず、私から行政手続電子

化加速事業費についてお答えします。

まず、マイナンバーカードの意義ですが、マ

イナンバーカードは行政手続のオンライン申請

やその手続にあたり、添付書類を取り寄せる手

間の省略化等、住民の利便性を高めるためにあ

ると認識しています。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別定額

給付金のオンライン申請の際は、パスワードを

忘れた住民が窓口に殺到する等の課題も生じま

したが、その反省も踏まえ、今後ますます利便

性が高まっていくと思います。

今月からは、マイナンバーカードを健康保険

証として利用できるようになったのを皮切りに、

運転免許証との一体化や、相続、災害時の迅速

な給付等、生活に密着した様々な場面での利活
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用が予定されています。

そういった中、本事業を通じ、マイナンバー

カードの普及に弾みをつけ、県民の利便性向上

を図っていきたいと考えています。

もう一つ、プライバシーや基本的人権侵害の

危惧について、マイナンバーカードは、制度面

及びシステム面から二重三重のセキュリティ対

策が講じられています。

まず、そもそもマイナンバーカード自体には、

税や年金、預金残高等のプライバシー性の高い

個人情報は記録されていません。それぞれの行

政機関での分散管理が徹底しており、他の行政

機関の職員がアクセスできない仕組みとなって

います。

仮に法令に基づき情報連携を行う場合であっ

ても、照会にはマイナンバーそのものを利用す

るのではなく、その都度、別の符号を用いるこ

ととしており、マイナンバーと情報アクセスの

手続は完全に分離されています。

また、職員がマイナンバーを使う際は、パス

ワードと生体認証によるアクセス制限が課され

ており、担当者以外が情報を取り出すことがで

きないようになっています。

これらの対策に加え、職員の個人情報保護制

度に対する理解やセキュリティ意識の向上を図

るため、毎年、初任者、担当者、監督者それぞ

れに対する職員研修を行うとともに、個人情報

を扱う全所属に対する内部監査も行っています。

プライバシーや人権侵害を招かないよう、今

後も情報セキュリティの徹底を図っていきたい

と考えています。

渡辺人事課長 それでは、職員の健康管理につ

いて御説明します。

職員の健康管理対策については、生活習慣病

やメンタルヘルスの改善を主な課題に掲げ、職

員一人一人の健康意識の向上とセルフケア力の

強化、職場における支援、人事課保健師等によ

るケア充実の三つの視点で事業を展開していま

す。

委員の御指摘のとおり、職員が病気休職に至

る原因は単一ではなく、いろいろな要因が重な

り合い、その結果、病気休職に至るものと思っ

ています。そのため、個別に丁寧できめ細かな

対応が必要と考えており、人事課として予防策

を取ってきています。

特に病気休職者の約９割を占める精神疾患に

ついては、平成２９年度からストレスチェック

を年２回に増やし、職員自身の気付きを促すと

ともに、高ストレスの結果が出た職員には人事

課保健師が声かけをし、必要に応じ各種相談等

に結び付けています。

相談窓口としては、保健師だけではなく、精

神科医、臨床心理士による専門的な相談や、管

理職経験のある県ＯＢの特別相談員による巡回

相談等を行い、心身の不調者の早期発見、早期

対応に努めています。

このほか、時間外勤務が４５時間を超える長

時間勤務者については、産業医が所属長に適切

な措置を講ずるように指導するとともに、８０

時間を超える長時間勤務者には産業医が直接本

人に健康状態の確認と助言を行っています。

このような取組により、精神疾患による病気

休職者数は平成３０年度の２７人をピークに令

和元年度は１７人、令和２年度は少し増えまし

たが、２月末現在で１９人と３０年度よりは減

少している状況にあります。

一方、職員定数の話がありました。職員定数

については、公務能率の向上と総人件費の抑制

を念頭に業務量を十分勘案し、選択と集中によ

り実態に応じた定数配分に努めています。

平成２４年度以降については、計画的な定数

削減は行わず、例えば、児童相談所の体制強化

のように情勢に応じて定数増による対応も行っ

ています。

今後も状況に応じた柔軟な定数配分に努める

とともに、職員一人一人が心身ともに健康で働

き続けられるよう職員の健康管理対策を推進し

ていきたいと思います。

山口税務課長 私からは、換価の猶予制度の２

０２０年度の実績についてお答えします。

２月末時点で職権によるものが５件、申請に

よるものが１５件、合わせて２０件となってい

ます。

堤委員 マイナンバーについては、県ではなく
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ても、国が集中的に利用者情報をひも付けする

ことは可能なわけですね。そこを非常に危惧し

ます。確かに１２桁の番号は他人が拾っても分

かりません。そうではなく、国がそういう情報

をつかんでしまうのを私とすれば危惧するわけ

です。しかし、そういうものをストップする部

分はないわけです。そういう危惧をどう払拭す

るか教えてください。

それと、職員の関係はよく分かりました。大

変頑張っていると思いますが、所属長とか上司

の方々が現場の職員の状況を管理するにあたっ

て、職員の病気に対する認識を正しく持つべき

だろうと。そこら辺の研修もしていると思いま

すが、それについて教えてください。

それと、換価の猶予制度の申請が非常に増え

ましたね。この増えた理由を教えてください。

岩尾行政企画課長 マイナンバーに対する危惧

の払拭ということですが、システム面で分散管

理、情報連携でマイナンバーそのものを利用し

ない、アクセス制限、生体認証を使ってアクセ

ス、そういうシステム的なものを使えば、名寄

せ自体はできないと理解しています。利用する

側の職員の意識付けも非常に大事だと思うので、

そこについてはしっかり対策を講じていきたい

と思います。

渡辺人事課長 所属の上司による健康管理の意

識付けというか、研修という部分ですが、さき

ほど言ったラインケアという部分で対応してい

ます。まず、所属長を補佐する統括推進員を対

象としたメンタルヘルスマネージャー研修を行

っており、この中でメンタルヘルスの基礎知識

とか、具体的な事例検討を行い、メンタル不調

に陥った部下にどう対応するか具体的に習得す

る研修を行っています。

また、職員に一番近い上司となる班総括を対

象としてメンタルヘルスサポート実践力向上研

修を行っています。メンタル不調によって職場

不適応等になった職員に適切に対応できるよう

な研修をしており、早期に不調等があった場合、

人事課保健師につないでもらうことも周知して

います。

山口税務課長 換価の猶予申請件数が増えた理

由ですが、昨年の春に新型コロナ感染症緊急経

済対策を受けた税制上の措置として徴収猶予の

特例制度ができました。期間が限られているの

で、とにかく周知を緊急にしてくれということ

で、国、地方をあげ、いろんな媒体を使ってや

りました。県もチラシを作り、チラシの中には

特例猶予の説明だけではなくて、特例猶予の要

件に該当しなくても既存の猶予制度を受けられ

る場合があるということで、制度の違いをまと

めた表も付けました。もし特例猶予が適用にな

らない場合は既存の換価の猶予申請を希望しま

すという意思表示をする欄もあり、納税者の置

かれた状況に合わせ、柔軟に対応した結果では

ないかと思っています。

猿渡委員 私は、コロナの関係で大変御苦労さ

れている職員の皆さんにまず感謝したいと思い

ます。保健所の体制強化を求めてきましたが、

この４月からの保健所の体制がどのようになる

のか。職員が増えると聞きますが、具体的にど

こがどのように何人増えるか、中身を教えてく

ださい。

それと、県職員の長時間労働、時間外勤務の

状況をどのように把握されているか。パソコン

管理だけではなく、パソコンの仕事は終わった

が、その後の仕事もいろいろあるかと思います

が、その辺も把握されているか、その対策につ

いてどのように考えているか、教えてください。

渡辺人事課長 まず、保健所の増員についてで

す。

経過から説明しますが、昨年から新型コロナ

ウイルスが続いて１年以上になり、これまで確

認された感染者は１，３００人近く、特に昨年

１１月からの第３波だけで１，１００人と。こ

の対応が長期化、増大化することで、最前線で

対応する保健所職員の負担が非常に大きくなっ

てきています。それは委員の言われたとおりで

す。

今年度については、そういう急激な業務量の

増加に対応するため、５月以降、近隣の振興局、

土木事務所等の事務職員を１人から２人、各保

健所、保健部に兼任という形で発令を行い、検

査情報、患者情報の入力、検体搬送や感染者の
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移送といった支援にあたってもらっています。

また、管内でクラスターの発生や感染者が頻

発した保健所において、保健師が行う検体採取

とか、濃厚接触者への健康調査については、教

育庁、警察本部も含み、県職員の保健師全員で

ローテーションを組んであたってきました。

現状、４月以降も引き続き対応が必要という

状況ですが、ただ、この兼務体制を続けるのも

なかなか難しいところです。そこで、令和３年

度は、これまでの兼務体制に代えて、６保健所

３保健部に各１人ずつ、計９人の事務職員を配

置します。また、基幹保健所である東部、豊肥、

西部、北部の四つの保健所に各１人ずつ、計４

人の保健師の増員を行うことにしています。こ

れでより安定して対応できる体制を整えます。

あわせて、組織変更もあり、新型コロナウイ

ルス等の感染症窓口を県民に分かりやすく表示

するため、各保健所の疾病対策班を疾病・感染

症対策班に改称して分かりやすくし、引き続き

しっかり新型コロナウイルス感染症への対応に

あたっていきたいと思います。

もう１点、県職員の長時間労働についてです。

令和３年１月末時点における職員１人当たり

の時間外勤務の時間数は月平均１５．９時間で、

昨年度１５．１時間と比べると０．８時間の増

となっています。

このうち、長時間勤務者である月１００時間、

又は２から６か月の月平均が８０時間を超える

職員は、今年度は令和３年１月末時点で延べ２

９１人で、昨年度が１２７人でしたので、もう

既にこれを大きく超える状況となっています。

これは年度最初から新型コロナウイルス感染症

対応や７月豪雨災害への対応など、危機管理対

応が重なったことによるものです。

このような長時間勤務への対策として、さき

ほど委員が言われた勤務時間管理システムだけ

ではなく、所属長が直接職員と会話をし、どう

いう仕事をしているかをしっかりと聞き取りし、

職員の勤務時間を客観的に把握し、特定の職員

に業務が偏らないように業務の平準化を行うよ

うにしていますが、これが所属内での業務分担

とか人員配置だけで難しければ、部局内、ある

いは全庁的な人事配置によってフォローすると

いう柔軟な対応もしています。

あわせて、事業のスクラップ・アンド・ビル

ドやＩＣＴの活用で業務の効率化を図り、業務

量を減らしていこうとしています。

また、長時間勤務となってしまった職員の健

康面のケアとして、時間外勤務が４５時間を超

える職員は、産業医が所属長に適切な措置を講

ずるように指導するとともに、８０時間を超え

る職員に対しては、産業医が本人に健康状態の

確認と助言を行い、必要と判断した場合は相談

につなげるといったことを行っています。

引き続き、人的な手配や業務効率化を進める

ことで長時間勤務を減らすよう努めるとともに、

また、長時間勤務になった場合でも職員へのケ

アをしっかり行っていきたいと思います。

三浦委員長 執行部の皆さんにお願いします。

答弁は簡潔にお願いします。

猿渡委員 具体的に説明いただきありがとうご

ざいます。

保健所の職員増は大変ありがたいし、ワクチ

ン接種の業務もある中で当然必要なことだと思

います。

この定数１３人というのは、定員増というこ

とでいいでしょうか。他の部署を減らしてとい

うことではないのかということを聞きたいのと、

あと長時間労働については、さきほど言われた

数字はパソコン上の数字ということでいいのか。

やはりコロナ対応だとか災害対応とかで、本当

に長時間、年末年始もなくという状況もあった

と思います。長い人でどのくらいの長時間労働

をしているのか、実態が分かれば教えてくださ

い。

渡辺人事課長 まず、定数の増員についての御

質問ですが、今回の保健所の増員は定数増によ

り対応しようと考えています。

そして、長時間勤務の中でさきほど申した数

字は、パソコン上といっても、勤務時間管理シ

ステムは事前命令、事後確認という時間外勤務

の基本的な考え方を補足するためのシステムだ

と思っていますので、所属長や班総括がパソコ

ンの時間を基に職員へ確認した上で計上した時
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間になっています。

そして、コロナの関係で一番長かった職員は

月１５６時間となっています。

猿渡委員 委員長、長時間勤務一覧の資料をい

ただきたいと思います。後でよろしくお願いし

ます。

三浦委員長 ただいま猿渡委員から長時間労働

に関する資料提出の要求がありました。

お諮りします。資料を委員会として要求する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、資料を要求す

ることに決定しました。執行部の皆さん、よろ

しくお願いします。

守永委員 大きく２点ほど質問します。

一つが総務部予算概要の１１ページ、行政手

続電子化加速事業費についてです。

若干、堤委員の質問と重なりますが、県民の

利便性向上と行政運営の効率化を図る目的で事

業が組まれていますが、国でもデジタル庁がで

き、デジタル化に積極的に進んでいくようです

が、これまでとどのように取組が変わろうとし

ているか教えてください。県として進める上で、

どのようなことが課題となっていて、それらの

課題にどう取り組むか教えてください。

また、ＢＰＲアドバイザーについては、専門

人材の確保は見通しがあるか、話せる状況であ

れば教えてください。

もう一つ、２点目は予算概要書２５ページの

給与費についてです。

超過勤務手当等として１５億１，５３６万円

を計上していますが、計上の仕方として実績を

踏まえての計上なのか、他に配慮している要素

があるか教えてください。

岩尾行政企画課長 まず、私から行政手続電子

化加速事業費についてお答えします。

まず１点目、行政デジタル化にあたって、こ

れまでの取組との違いについて、さきほども答

弁しましたが、今回のコロナ対応では我が国の

行政デジタル化の遅れが明らかになったところ

ですが、その大きな要因として、国ベースです

が、各省庁がそれぞれ別々にデジタル化を推進

してきたこと、行政システムの運用を例にして

も、ばらばらに開発してきた結果、情報連携や

横断的なデータ活用が十分にできなかった経緯

があります。

それを踏まえ、国ではデジタル社会の形成に

関する司令塔として、強力な総合調整機能を有

するデジタル庁を設置し、行政デジタル化の抜

本的強化を図ろうとしています。

この件については、本県でも似たようなとこ

ろがあり、国の動きに合わせ、令和３年度組織

改正において総務部に電子自治体推進室を設け、

各部局の行政デジタル化の相互調整を担い、全

庁をしっかり動かしていく体制を整えていきま

す。

２点目、行政デジタル化の課題についてです

が、大きく２点考えています。

まず、１点目の課題は県民目線でのデジタル

化を推進していくということです。

今年度から年間申請件数１００件以上の３８

３の行政手続について重点的に電子化を進めて

おり、ひとまず今年度については、比較的移行

しやすい８０手続の電子化を実現する予定です。

来年度以降は、多くの添付書類を求めている

手続や手数料の徴収が必要な手続など、電子化

にあたり大幅なＢＰＲを行うものが残されてい

るので、その検討にあたっては、業務の効率化

はもちろん、利用者目線に立った使い勝手のよ

いデジタル化を図っていきたいと思います。

２点目の課題は、市町村と一体となったデジ

タル化の推進です。

行政デジタル化にあたり、住所変更や福祉関

係手続など県民にとって身近でメリットを感じ

られる市町村手続のデジタル化が不可欠であり、

その推進に向け、必要な助言や協力を積極的に

行っていきたいと考えています。

行政手続電子化加速事業における電子申請利

用促進キャンペーンでも市町村の行政手続を対

象に加え、役割分担をしながら一体となって事

業展開することを想定しています。

続いて、ＢＰＲアドバイザーの確保について、

このアドバイザーについては、自治体の行政事

務とＩＣＴの知識双方にたけた民間での経験が
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豊富な人材が必要と考えます。議会からこの予

算の御承認をいただけたら、すぐ採用手続がで

きるよう確保の見通しを現時点で立てています。

渡辺人事課長 それでは、超過勤務手当の計上

についてお答えします。

予算概要書２５ページの給与費における１５

億１，５３６万円には、超過勤務手当だけでは

なく、人事課職員の期末勤勉手当等が含まれて

おり、超過勤務手当だけでは１４億２，０６９

万円です。

この額については、平成２６年度に過去の実

績や職員数、給与単価の増減、縮減努力を勘案

して決定しており、その後は毎年ほぼ同額を計

上しています。その上で、スクラップ・アンド

・ビルド等による業務の効率化や、事前命令、

事後確認の徹底により時間外勤務の適正管理に

努めながら、執行見込額が当初予算を超えると

見込まれる場合には適宜補正を行っています。

守永委員 非常に分かりやすい説明で助かりま

した。

行政手続の分については、それぞれの部局で

扱っているシステムそのものが共通していない

ということで、なかなか統合できないという難

点をクリアしていくことが一つあるだろうと思

いますが、さきほど堤委員の質疑の中でもあっ

たように、そういうバリアが払われる中で、ど

こにいても統一的にその情報を入手できるハー

ドルが低くなる点もあることを考えれば、安全

対策、セキュリティの面をぜひ注意していただ

きたいと考えます。

それと、システムが新しくなるとき、そのシ

ステムに慣れていない方はどうしてもミスをし

てしまいますし、様々な業務がそのシステムで

一遍に大量に処理されることは業務の効率化の

上では非常にいいことですが、ミスをきちんと

見つけられるシステムの構築をお願いします。

みずほ銀行のシステムが改修のたびにトラブ

ルが発生するといったこともあるので、そうい

ったチェックをした上での実用化、そして、県

民の皆さんに迷惑をかけないこと。特に県民目

線に立って分かりやすく、使いやすくすること

は非常に大切なことですが、結果的にそれがシ

ステムそのものを複雑にしていくことが考えら

れるので、その目線も忘れずにチェックをお願

いします。

あと超勤手当については２６年以降据え置い

た形になっているという状況ですが、その後、

コロナ対策や自然災害等で超勤手当にかなり大

きな補正が必要だったのではないかと思います。

これから様々な気象災害が大きく激しくなる傾

向も踏まえ、一旦見直しし、予算として確保で

きないことがないよう、また、ある意味、そう

いう状況も踏まえて、超勤手当を増やすのでは

なく、人員をきちんと確保する観点でも見直し

をお願いします。その点について何かコメント

があれば、部長からお願いできますか。

和田総務部長 近年、頻発化する災害だったり、

コロナのような非常に想定外の事態が発生して

います。

超勤手当については、さきほど人事課長が答

弁したとおり、仮に当初予算で足りない場合は

臨機応変、柔軟に増額するということで、決し

て予算を理由として支払わないことがないよう

にしています。

また、人員については、なかなか限られた中

で非常に苦しい状況ですが、これまでも児童相

談所あるいは今回のコロナのようにどうしても

増やさなければいけないものについては定員を

増やしているので、場合によってはそういうこ

とも含め対応していきます。

森委員 何点か質問します。

まず、堤委員、守永委員からもありましたが、

１１ページの行政手続電子化加速事業費につい

てです。

総務部の基本方針にあるように、県としてデ

ジタル化を強力に進めていくとされています。

この事業は、県民の利便性向上や行政の効率化

をデジタル化によって図るということですが、

単なるデジタル化にとどまることなく、デジタ

ル技術や、そのデータを活用して県民の利便性

をさらに向上させるという視点で考えていかな

ければならないのではないかと思っています。

政府も１２月２５日に自治体のデジタルトラ

ンスフォーメーション推進計画を立てているし、
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埼玉県も既にＤＸ推進事業計画を立てています。

そういった観点から、行政自身のデジタルトラ

ンスフォーメーションへの取組が重要だと思い

ますが、これがまず１点目、見解を伺います。

続いて、２点目が１２ページ、県有財産売却

促進事業費補助金５，２０２万４千円です。

この事業の概要欄には、未利用となった県有

財産を売却した市町村に交付する経費とありま

す。この経費の位置付けが何なのか教えていた

だきたいのと、想定する県有財産と事業のスキ

ームについてお願いします。

３点目、２２ページ、公文書館運営費の中で、

公文書デジタル撮影、補修等委託料９７５万４

千円で、公文書のデジタル化の進捗はこれで予

算は十分なのか、伺います。

次に、６０ページ、スマート自治体転換推進

事業費の中に、さきほども部長からありました

が、大分県水道広域化推進プラン（仮称）と書

かれていますが、この事業の内容を教えてくだ

さい。

最後に、６４ページ、衆議院議員総選挙執行

経費７億８，８８０万６千円について、新型コ

ロナ感染防止対策等が予算に盛り込まれている

のかどうかについて伺います。

岩尾行政企画課長 私からは、まず、行政手続

電子化加速事業費、行政自身のデジタルトラン

スフォーメーションの推進についてお答えしま

す。

昨年３月に策定した大分県行財政改革推進計

画では、今後、２０４０年にかけて急速に進む

人口減少、少子高齢化社会の到来により、官民

双方の労働者人口の減少、ひいては県職員につ

いても採用の数が維持できなくなるのではない

かという構造的な課題を見据え、行政サービス

を維持しながら業務の効率化を目指す行政手続

の電子化を取組の大きな柱としています。

具体的には、電子申請の導入ということで、

さきほどもお話ししましたが、計画期間の令和

６年度までに行政手続の１００％電子化を目指

しており、そのうち今年度は８０手続までを電

子化します。

このほかにも、行政内部の話ですが、会議等

の録音を自動的にテキスト化する議事録ＡＩで

あるとか、パソコンへの入力作業を自動化する

ＲＰＡの導入なども進めていきたいと思ってい

ますし、今回のコロナ禍を契機とした職員の働

き方改革においても、テレワークを全員で実施

できるようにライセンスの増強も図っています。

ひとまず庁内においては、業務執行の在り方、

職員の働き方改革を含め、時代の変化に合わせ

て柔軟に見直しをしていきたいと思っています。

あと県民の利便性という意味では、デジタル化

で県の施策、地域課題の解決をという視点での

回答になりますが、商工観光労働部先端技術挑

戦室を中心に防災テックやドローンを政策的に

活用しています。今回、先端技術挑戦室を課に

格上げしたり、ＤＸ推進課も新しく設置するな

ど、県庁全体のデジタル化を推進する体制も整

えているので、そういった体制の下でしっかり

対応していきたいと思っています。

石掛県有財産経営室長 県有財産売却促進事業

費補助金についてお答えします。

本補助金は、３千平方メートル以上の建物を

伴う未利用県有財産を取得し、その施設を改修

の上、地域活性化に資する取組を実施する市町

村に対して交付をするものです。

市町村が当該取組のために建物を改修する費

用に対し、その建物の解体費相当額を上限とし

て補助金を交付します。

今回計上しているものは、この制度を利用し

て令和２年３月に旧野津高校を購入し、来年度、

農林水産振興施設等を整備する臼杵市に対する

補助金です。

松原県政情報課長 私からは、公文書館運営費

についてお答えします。

公文書デジタル撮影、補修等委託料９７５万

４千円のうち、公文書デジタル撮影等委託料は

２５０万３千円です。

公文書は時の経過とともに劣化していくこと

から、原本の保存と閲覧者の利用に供するため、

従来、長期保存に有効なマイクロフィルム化を

進めてきましたが、デジタル撮影の技術が進ん

だことから、平成２９年度からデジタル化に取

り組んでいます。
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当面、劣化が進んでいる昭和３０年代までの

文書１万３，５４５冊を対象と考えており、こ

れまでにマイクロフィルム化７，１９９冊、デ

ジタル化４５１冊を終え、進捗率は約５６％と

なっています。

引き続き、デジタル化に取り組んでいく予定

で、今後も必要な予算の確保に努めていきます。

渕野市町村振興課長 私からは、まず大分県水

道広域化推進プランについてお答えします。

人口減少などに伴う料金収入の減少や施設の

老朽化に伴う更新費用の増大により、水道事業

の経営環境が今後さらに厳しさを増すことが想

定されることから、将来にわたり水道事業を持

続していけるよう、国は各都道府県に対し、令

和４年度までに水道広域化推進プランを市町村

と連携して策定するよう要請しています。現在、

水道事業を所管する生活環境部と共同で準備を

進めています。

本県の状況については、今年度、プラン策定

に向けた準備として、広域連携した際のシミュ

レーションに必要となる基礎データの収集、市

町村水道事業における維持管理の在り方等の経

営課題の抽出と分析などを行っています。令和

３年度については、今年度収集した給水人口や

料金収入といった基礎データの将来見通しなど

から広域化の具体的な取組案などを決定し、そ

の取組を今後５０年間実施した場合のシミュレ

ーションを行うことで取組の効果を算出するこ

とにしています。これらの結果を取りまとめ、

大分県水道広域化推進プランとして形にしてい

く予定です。

続いて、衆議院議員総選挙執行経費について

お答えします。

この経費７億８，８８０円６千円については、

前回の衆議院議員選挙のときの予算と比較し、

約５，６２８万円増でお願いしています。

この中に選挙執行経費基準法改正による各種

の基準単価等の増によるもののほか、市町村が

行う投票所、開票所等における新型コロナウイ

ルス感染症対策、例えば、使い捨て鉛筆の提供

やフェイスガードの着用、飛沫防止シートの設

置等々に要する経費を盛り込んでいます。

森委員 丁寧な説明ありがとうございます。

まず、行政のＤＸ推進に関してです。

これは行政企画課だと思いますが、給与費を

見ると人員の変化がなくて、逆に予算減になっ

ていると思います。新しく室を置くということ

ですが、人員等は十分なのか。

また、埼玉県等が推進計画を策定しています

が、大分県はどうなのか改めて伺います。

次に、県有財産の件で、野津高校跡地の解体

費用ということでした。こういった例はたびた

びあるのかどうか教えてください。

そして、公文書に関して、マイクロフィルム

からデジタルへは当然の移行だと思いますが、

公文書自体の文化財的価値もしっかりと改めて

考え、デジタルでの公開まで考えてほしいと思

います。これは要望です。

続いて、大分県水道広域化推進プランです。

市町村の上水道、いわゆる市営水道等の全ての

データを収集するということでよろしいのか、

再度お願いします。

岩尾行政企画課長 ２点お尋ねいただきました。

まず、行政企画課の職員体制は、確かに１人

減っていますが、前回は愛媛県に派遣した職員

を行政企画課付けとして配置しており、その職

員がいなくなったので今回１人減になっていま

す。

来年度に向けて電子自治体推進室をつくりま

すが、現在の商工観光労働部の情報政策課を発

展的に解消し、その一部を課内室、電子自治体

推進室として配置するので、十分な体制が整う

のではないかと思います。

あとＤＸを推進する計画についてですが、商

工観光労働部とも協議しながら進めていきたい

と思います。

石掛県有財産経営室長 県有財産売却促進事業

費補助金の頻度ですが、大規模施設がある未利

用地について、なかなか売却が進まないという

ことで、平成３０年度にこの制度をつくりまし

た。所在する市町村に趣旨を説明したところ、

臼杵市が第１号として、今回初めてこの補助制

度を使って購入したという状況です。

渕野市町村振興課長 水道の関係です。市が運
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営している簡易水道を含めた公営水道に関する

情報を今年度集めており、広域化、共同化に向

けた検討を来年以降行っていきます。

吉村委員 同じく１１ページの行政手続電子化

加速事業費ですが、もう既に３人の委員の皆さ

んから御質問が上がりましたので、私からは少

し角度を変え、通告したものとは違ってしまい

ますが、お答えいただける範囲でお願いできれ

ばと思います。

下の段のキャンペーンによるデジタルギフト

券の交付について、これはどのように電子化の

推進につながるのか、何か考えがあれば伺いた

いのが１点。

もう１点が、一番最初、堤委員の際に少し出

てきたマイナンバーカードの保険証利用につい

て、私の認識が間違っていたら申し訳ありませ

んが、病院側での対応も必要かと思います。

先日、私が見た情報では、大分県内ではまだ

使えるところがないと思っていますが、もし既

に利用可能な病院、又は、対応予定の病院等が

あれば伺います。

岩尾行政企画課長 まず、１点目のキャンペー

ンが電子申請の加速にどうつながっていくかで

すが、県では電子申請システムを平成２１年度

から稼働しており、１０年以上たちますがなか

なか利用が進まない。国でもぴったりサービス

という電子申請システムをつくっていますが、

そちらについてもなかなか利用が進まないとの

ことで、やはり初回の壁、食わず嫌いなところ

があるので、今回のキャンペーンを通じて加速

していきたいです。

渕野市町村振興課長 マイナンバーカードの健

康保険証の利用状況ですが、実際、医療機関で

の整備を推進しているのは、福祉保健部です。

今、私どもで知り得ている状況は、まだ本格的

には進んでいないかもしれませんが、恐らく今

月下旬ぐらいから本格的に始まるかもしれませ

ん。

そのため、マイナンバーカードの顔認証をす

るカードリーダー等を医療機関に設置する必要

があります。今のところ、県内での医療機関や

薬局で３４．６％の申込率と聞いています。

吉村委員 まず、食わず嫌いなところがあるの

ではないかという話でした。私も今年初めてス

マホを使って、マイナンバーカード申請で確定

申告をしました。やれば簡単ですが、そもそも

その機器を持っているかという部分もあるし、

それに精通していないと何となく取っつきにく

いかなと。安全面の心配も、ほかの委員の皆さ

んが言われていたように感じました。キャンペ

ーンだけで進むとは当然考えてないと思います

が、機器等のハード面でも支援が必要なのかな

と感じ、しっかり進めていただければと思いま

す。ぜひよろしくお願いします。

馬場委員 私は３点ほど、前の方の質問もあり

ましたが、２６ページのＩＣＴを活用したテレ

ワークの推進のための職場環境整備費について

お尋ねします。

本年度は新型コロナウイルス感染症の対応と

か災害対応で、部局によっては長時間勤務、ま

た、休日が取れないという状況があったのでは

ないかと思います。

さきほどもコロナ関連で月１５６時間という

長時間勤務の実態の話がありました。働き方改

革が今まで進められてきたと思います。テレワ

ークもその一つになるかと思いますが、昨年度

のテレワークを利用した職員は何人おられるの

か。そして、ＩＣＴを活用した職場環境整備の

内容は具体的にどのようなものなのかというこ

とが一つ。

２点目は、さきほどもメンタル面での休職を

されている方、または病休の方がいらっしゃる

という話もありましたが、それ以外の面でも、

２７ページの職員の健康診断費という健康診断

に要する経費が計上されています。職員の健康

診断はほとんど受けていると思いますが、早く

見つけるということがとても大切ではないかと

思います。再検査された方、又は再検査に実際

行かれているかの状況について、実態を教えて

ください。

それから、３点目に新型コロナウイルス感染

症、又は災害対応でもそうだと思いますが、危

機管理対応をしたとき、例えば、本庁とか、各

振興局でクラスターが発生したという場合には
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事業が止まってしまうこともあるかと思います

が、それを継続していくために一つの部とか局

だけではなく、人事課としてそういう場面を想

定してどのような取組をされているのか、お聞

かせください。

渡辺人事課長 それでは、まず１点目のテレワ

ーク、在宅勤務制度の状況についてお答えしま

す。

在宅勤務制度については、令和２年度から対

象を全職員に拡大して、本格的な運用を始めま

した。ただ、年度当初から新型コロナウイルス

感染症が拡大し、その拡大防止の対策として在

宅勤務の活用が進んだという状況があります。

令和２年度の実施者ですが、１月末までに延

べ約１万５千人となっています。令和元年度の

実施者は延べ４５６人でしたので、今年度は実

績が大きく伸びました。

このように在宅勤務を実施する職員が一気に

増加する一方、在宅勤務の専用端末や、その専

用端末を使うためのユーザーライセンスといっ

た整備が追い付いておらず、在宅での業務内容

をシステムを使わないで資料作成だけに限って

実施するケースも多くあり、在宅勤務を効率的

に実施するためには在宅勤務専用端末等の早急

な整備が必要となりました。

このため、当初４０台だった専用端末をさら

に１００台増設し、これとモバイルワークと在

宅勤務の兼用として既に整備した専用端末を合

わせて全庁で６９０台を利用できるようにする

とともに、その専用端末を使用するためのユー

ザーライセンスを２，１００人分増やし、全体

で３，７００人分と全職員がいつでも在宅勤務

できる環境を整えました。

今後はこの環境をしっかり活用できるよう、

現在も行っている月１回以上の在宅勤務などの

取組を進め、今年度のような感染症への対応も

そうですが、職員が育児や介護など各ステージ

に応じて仕事と生活を調和させながら、柔軟に

働き続けることができるような環境整備に引き

続き努めていきたいと思います。

続いて、２点目の健康診断での再検査につい

てお答えします。

令和２年度の定期健康診断は３，１８７人が

受診し、そのうち７４１人が再検査となってい

ます。再検査には９９．６％の７３８人が受診

し、未受診の３人も３月中に受診するよう働き

かけています。

そして、３点目の新型コロナウイルス感染症

等による事業継続についてお答えします。

感染症の拡大や大規模自然災害等の有事に備

え、県では、県民の生命と健康を守り、県民生

活に必要な行政サービスを提供できるよう、各

所属においてＢＣＰ、業務継続計画を策定して

います。

この中で、各所属は有事の際に担当者が出勤

できない場合、応援職員が円滑に業務を進めら

れるようマニュアルを作成するとともに、前任

者や経験者のリストアップも行っています。

委員がお尋ねの県庁内で新型コロナウイルス

等のクラスターが発生した場合にも、このＢＣ

Ｐに沿って対応することとなりますが、所属内

での対応では人手が足りないことも想定されま

す。特に最前線で対応にあたる保健所で、万一

クラスターが発生した場合には、保健師等を全

庁的に調整して対応にあたる必要も出てくると

考えます。

人事課として速やかに状況を把握し、応援職

員の確保や経験者等に対する兼務発令などを行

うことにより、各所属の業務遂行に支障が生じ

ないよう努めていきたいと考えています。

馬場委員 働き方改革について、テレワーク以

外にも男性の育休の取得とか様々な事業がある

と思うので、よろしくお願いします。

あと、３，１８７人中７４１人の方が再検査

ということでしたが、早めの受診をお願いでき

たらと思います。

最後に、高齢者施設でもクラスターが発生し、

人手が足りず他の事業所から応援をということ

もあるようなので、こういう想定に従いＢＣＰ

に沿った準備をお願いします。

三浦委員長 以上で事前通告者の質疑を終了し

ました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

衛藤委員 予算概要の１７ページ、県有施設等



- 25 -

災害時緊急対応事業費について、説明が早口気

味で聞き取りづらかったんですが、これは将来

災害が起こって施設が被害を受けたときのため

の予算ということですよね。

まずは、今回の２億５千万円の金額の根拠を

教えてください。これが１点目。

もう一つ、今回の予算に総じて関わることで、

特に福祉保健部とか生活環境部で多いですが、

例えば、電話だったり、ＬＩＮＥだったり、窓

口だったりの相談事業、あとは啓発の講習会と

か、冊子を作って啓発するといった事業が商工

観光労働部なども含め多く実施されています。

例えば、相談だったらどの程度件数があるか

とか、予算に対して件数が少なくないかとか、

啓発等の講習会――何年か前に私は知人から聞

いたんですが、県が開いたＨＡＣＣＰの講習会

に行ったら自分１人しかいなかったとか、冊子

をどの層にどれぐらい配り、どういう効果を得

ているかといったことは多分予算の査定とか、

行政評価の対象だと当然思います。

こういった部分はどのように査定の中で見て

いるのか、行政評価としてどのように取り上げ

ているか、そのあたりをあわせて伺います。

石掛県有財産経営室長 県有施設等災害時緊急

対応事業費ですが、委員が言われたとおり、こ

れは災害時に緊急的に修理が必要になった施設

に対して機動的に対応できるようあらかじめ予

算を確保しておくものです。

それから、予算額の２億５千万円ですが、令

和２年度はこの予算はなかったですが、トータ

ルで１億７，２００万円ほどかかっており、近

年、災害が増えているので、余裕を見て２億５

千万円の予算を確保しています。

髙木財政課長 啓発事業、若しくはアドバイザ

ーの相談事業等が非常に多いのではないかと、

査定の中ではどうかという話です。

各局で必要な相談体制を取るため、少し弱い

ところや相談をしっかり聞かないといけないと

ころは人を付けてやりたいと思っています。当

然何回やって、このくらい集めるということを

聞き、その効果を考えながら査定していますが、

結果として、例えば、今年のようなコロナの影

響で集まれなかったとか、何らかの理由で無理

だったということがあれば、やり方等を変えた

り、事業の中身を見直しながら、査定を進めて

います。

岩尾行政企画課長 私ども行政企画課が所管し

ているのは事務事業評価ですが、例年、夏場に

事業評価を実施しています。なるべく広くかつ

多くの事業を評価するべきであるとし、昨年の

６月に実施した分から基本的に評価対象事業を

Ａ経費全てにし、事業評価の対象を広げていま

す。

来年度の予算査定に向けてＰＤＣＡサイクル

を実施し、今後も行政企画課としてしっかりと

担当していきたいと思います。

衛藤委員 県有施設等災害時緊急対応事業費で

すが、疑問があります。

一つは、まだ発生するかどうか分からない事

業なのに、何で予備費ではないのかということ。

本来の性質であれば、これは予備費に組み入れ

るのではないのかと率直に疑問を持ちました。

昨年１億７，２００万円かかったからという

話ですが、通常、５年から１０年といった期間

でどれぐらい起こって、その中でどれぐらい発

生しそうなのかというリスク算定をまずきっち

りすべきで、２億５千万円を一括で出すのは、

いささか乱暴な金額の設定のように感じます。

これは本年度の勉強会でも財政課に非常に強

く言いましたが、他の部局では１０万、２０万

と細かい査定を一つ一つ資料を出しながらする

のに、自分たちの総務部だけ１千万、２千万、

１億の単位でこうやって雑に上げるのは、私は

公平性を欠くと思っています。そこは予算査定

部門を担当している総務部だからこそ、自分に

厳しくあたっていただきたい。ここは部長にも

改めて答弁をお願いします。

予備費の扱いについて、当初予算で組む必要

があるのか。これまで専決を乱発してきました

よね。今までみたいに専決の乱発でやればいい

ではないですか。今回当初予算で２億５千万円

を抱え込まなければいけない理由がどうしても

理解できないので、もう少し詳しく説明してく

ださい。
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また、相談とか、講習会とか、冊子とか、コ

ロナの影響は置いておいて、客観的に機能して

いるのか、本当に効果を上げているのか疑問を

持つことが多々あります。そこはしっかり財政

課として査定をし、不断の行革と言っているよ

うに、行革の中でもしっかり細かく厳しく見て

いただくことを要望します。

和田総務部長 県有施設等災害時緊急対応事業

費については、もともと災害が起きるかどうか

分からないので、この事業に限らず、災害復旧

関係の事業でもそれぞれ計上しています。去年

の災害を経験し、県有施設はこういった予備費

的なものを持っていないので、これまでの経験

に照らして計上しています。予備費全体に積ん

でしまうと、何でも使える予備費の小分けが多

くなってしまうので、ある程度使途の決まった

範囲内で予備費的なものを設定しています。こ

れは災害復旧費全体に通じる話なので、御理解

いただきたいと思います。

髙木財政課長 災害については、災害パッケー

ジという形で災害が起こった際に、すぐに対応

できるよう土木、農林、福祉等の施設も合わせ

て予算を組んでいます。

令和２年７月豪雨のときに初めて災害パッケ

ージ予算を使いましたが、迅速に動くことがで

き、すぐに対応ができたので、ある程度機能し

ていると思います。県有施設についてはその分

がなく、例えば、消防学校の法面が壊れたりし

たとき、対応が難しく苦労したことがあったの

で、今回上げています。

また、啓発等については、確かにしっかり効

果等を見極めながら啓発する、若しくはパンフ

レットを配るだけが事業ではないので、その後

の効果までをしっかり見据えながら査定等も行

っていきます。

衛藤委員 去年１億７，２００万円で、今回２

億５千万円の算定根拠をまだ教えていただいて

いないので、説明をお願いします。

和田総務部長 災害復旧事業費は、将来災害が

いくら起こるか分からないので、ある程度余裕

を見て積むのが一般的で、昨年度１億７千万円

ほどかかったので、それなりの災害が発生して

も大丈夫だろうという規模で今回２億５千万円

を計上しています。

来年度の災害がどれだけ出るかは分からない

ので、過去の経験等も踏まえ多めの額を計上し

ました。実際使わなければその分は落とすので、

積んだ額を全額執行するというものではなく、

その点は御理解いただきたいと思います。

末宗委員 １５ページ、県有建築物保全事業費

３０億円とあるが、これは何件とか中身を全然

書いていないが、もう少し親切に中身を書いて

いたら質問もしなくていいと思って聞きますが、

教えてください。

石掛県有財産経営室長 県有建築物保全事業費

については、県有建築物の長寿命化を図るため

に計画的に予防保全を行っていくものです。

トータルで３０億円ですが、内訳は工事費が

２７億２，５００万円、あと設計等の委託料が

２億７，５００万円ほどあります。

主な事業は、香々地少年自然の家の宿泊棟等

の長寿命化の工事、高等技術専門校の実習棟の

長寿命化の工事です。

末宗委員 香々地がいくらだとか言わないし、

全然理解できない。３０億円、２７億円の最低

三つぐらいでもいいから、１番目が何億円、２

番目が何億円、その他が何億円と説明してくれ

ないと分からない。もう少し詳しく教えて。

石掛県有財産経営室長 失礼しました。工事費

の主なものの金額等を御説明します。

香々地少年自然の家は３億４，０９８万１千

円です。次に工事費が多いのは、大分高等技術

専門校の２億２，２７７万円、次に農業文化公

園の１億７，１１６万８千円、農業文化公園は

研修棟等の長寿命化を行う工事です。

それから、委託料は舞鶴宿舎棟の解体等の委

託設計が１，５４７万８千円、それから水産研

究部の冷却施設等の更新が１千万４千円、農業

文化公園が６６９万３千円、以上が工事費と委

託料の予算の大きい順番です。

末宗委員 最後に確認ですが、香々地少年自然

の家、農業文化公園、大分高等技術専門校と言

っていたが、各部にはこの予算の項目は全く出

ないんですか。
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例えば、私がほかの委員会に入っても、総務

部以外はこの予算については議論できないこと

になりますか。

石掛県有財産経営室長 県有施設の保全工事に

ついては、当室で一括して予算管理をしている

ので、各部局が計画的に行う保全工事、事後的

に緊急的にしないといけない工事については、

当室で一括して予算を計上しています。

三浦委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって総務部関係予算に対する質疑を終

わります。

なお、執行部が入れ替わるので、しばらく、

そのままお待ちください。

〔総務部退室、企業局入室〕

三浦委員長 これより企業局関係予算の審査に

入ります。

説明は、主要な事業及び新規事業に限り、簡

潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、企業局関係予算について、執行部

の説明を求めます。

工藤企業局長 企業局として御審議いただく予

算議案は、第１４号議案令和３年度大分県電気

事業会計予算及び第１５号議案令和３年度大分

県工業用水道事業会計予算です。

議案書では、電気事業が１１１ページから１

５３ページにかけて、工業用水道事業が１５４

ページから１９１ページにかけてになりますが、

お手元に配付の令和３年度予算概要により説明

します。

令和３年度大分県企業局当初予算（案）の概

要と書かれた資料を御覧ください。

まず、左側の電気事業会計について説明しま

す。

初めに、業務の予定量ですが、年間販売電力

量は、２億２７７万１，７８０キロワットアワ

ーを予定しています。主たる建設計画について

は、電気事業会計当初予算（案）の重点事業と

書かれた資料もあわせて御覧ください。

まず、（１）の大野川発電所リニューアル事

業２６億２，６２３万４千円については、右下

の写真を御覧ください。令和３年度の運転開始

を目指し、本年度に引き続き計画どおりに建設

工事を実施します。

なお、リニューアル後は固定価格買取制度

（ＦＩＴ）により売電を行う予定です。

（２）の別府発電所リニューアル事業３億２，

９３０万９千円については、左上の写真を御覧

ください。令和６年度の運転開始を目指し、令

和３年１２月に発電機を停止し現地工事に着手

します。

（３）の芹川ダム諸量処理装置及び放流自動

警報装置更新工事３億６３２万４千円について

は、左下の写真を御覧ください。芹川ダムの水

位等の情報を収集し、流入量等を計算する装置

及び放流自動警報装置の更新工事について、３

年計画で実施しており、来年度が最終年度とな

りますが、計画どおり実施し、今後のダム管理

に万全を期します。

次に、その下の表、収益的収入及び支出を御

覧ください。表の右側の収入ですが、電気料金

の収入などにより、表の下、計（Ｂ）欄のとお

り２８億８，１０５万７千円を予定しています。

支出については、下から二つ目の４特別損失に

大野川発電所に加え来年度から現地工事に着手

する別府発電所のリニューアルに伴う固定資産

除却費を計上したことなどから、計（Ａ）欄の

とおり２２億６，０５９万７千円を予定してい

て、差引き収支差額は（Ｂ）－（Ａ）欄のとお

り６億２，０４６万円、税抜きの純利益は欄外

の参考に記載のとおり２億３，２６５万５千円

を、特別利益及び特別損失を除いた経常利益は

２億９，１５４万７千円を見込んでいます。

また、下の表、資本的収入及び支出を御覧く

ださい。右側の収入の欄の一番上、１企業債に

おいて２６億２，６００万円を計上しています。

これは発電所リニューアル事業の事業費が大き

く、内部留保資金のみでの対応は困難なことに

加え、従来より発電所を建設する際は企業債を

借り入れてきたことから、大野川発電所のリニ

ューアルに係る建設改良費は企業債で対応する
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計画としています。

以上により、表の中ほどのとおり、収入の計

から支出の計を引いた収支差額は、マイナス２

１億６，０８２万５千円ですが、その下にある

積立金等の各財源で補 することとしています。

続いて、右側の工業用水道事業会計について

説明します。

初めに、業務の予定量ですが、給水事業所数

は１事業所増加して、４６事業所を予定してい

ます。

年間総給水量は２億２３３万４５０立方メー

トル、１日平均給水量は５５万４，３３０立方

メートルを予定しています。

次の主たる建設計画については、工業用水道

事業会計当初予算（案）の重点事業と書かれた

資料もあわせて御覧ください。

（１）の埋設管路補修工事３億８，５００万

円については、左上の写真を御覧ください。県

道大在大分港線の地下に埋設している管路です

が、布設から４７年が経過しており、損傷調査

で状態が不良であると診断された区間について

万全を期すために補修工事を実施します。当該

区間６００メートルを令和２年度から３年度に

かけて行う計画にしていましたが、昨年度の予

算特別委員会において、交通渋滞を心配する声

があったことから、来年度に３００メートル施

工し、残りの３００メートルは、令和３年度か

ら４年度にかけて債務負担行為を設定し、工期

を分散して進める計画に変更しています。

（２）の判田取水場低圧動力設備更新工事１

億９，９７０万９千円についても、設置から４

７年経過していることから、コントロールセン

ターや分電盤等の更新工事を行います。

（３）の大津留接合井耐震化工事（底盤）１，

５９０万２千円については、右上の写真を御覧

ください。側面部分の耐震化工事は平成２７年

度に完了していますが、底盤については受水企

業への水の供給を止めないと抜水することがで

きず、耐震化工事を行うことができませんでし

た。そこで、令和元年度から２年度にかけて対

策工事を行ったことで、水の供給を止めること

なく写真のように抜水できるようになったので、

残る底盤の耐震化工事を行い、重要施設の耐震

化を進めます。

次に、その下の表、収益的収入及び支出を御

覧ください。表の右側の収入ですが、水道料金

などにより、表の下、計（Ｂ）欄のとおり総額

２４億７６２万円を予定しています。

支出については、営業費用と予備費の計上方

法に変更点があり、工業用水道事業では、受水

企業への工業用水の安定供給が使命としてある

ことから、営業費用の動力費や薬品費等に、災

害に対応するための予算をあらかじめ計上して

いました。しかし、外部識者から構成される経

営評価委員会において、営業費用には経常経費

のみ計上するべきという御指摘を受けました。

そこで、今まで営業費用に計上していた災害に

対応するための予算を、来年度から予備費に計

上することで、予期せぬ災害や事故などに引き

続き備えます。以上が変更点で、支出の計につ

いては、計（Ａ）欄のとおり総額２２億３，６

２２万６千円を予定しています。差引き収支差

額は（Ｂ）－（Ａ）欄のとおり１億７，１３９

万４千円、税抜きの純利益及び経常利益は欄外

参考に記載のとおり１億２，７９３万６千円を

見込んでいます。

また、下の表資本的収入及び支出を御覧くだ

さい。左側の支出が、施設の耐震化や老朽化対

策等の建設改良費が大きくなっていることから、

収入の計から支出の計を引いた収支差額は、

（Ｄ）－（Ｃ）欄のとおりマイナスの１０億４，

８１４万円となりますが、その下の過年度分損

益勘定留保資金等の各財源で補 します。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

事前の通告者が１名います。

それでは、指名します。

堤委員 内部留保について毎回聞いていますが、

電気事業と工業用水道事業も施設の改修等で今

後かなり減ってきますよね。今回は非常に大き
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いですが、内部留保の今後の動向と状況がどの

ような推移かを教えてください。

それと、工業用水道の譲渡承認、昨年度の各

社の売上げはどのような状況になっているかが

分かれば。

それと、雑排水という位置付けでしょうが、

工業用水道の譲渡の法的根拠を教えてください。

それと、これは私の思い違いかもしれないで

すが、工業用水道事業で一般会計に１億円の繰

出金がなかったかなと思いますが、あったら教

えてください。

塩月総務課長 まず、内部留保についてお答え

します。

電気事業は令和３年度末で約５０億円の内部

留保を見込んでいます。大野川発電所をはじめ、

老朽化した発電所のリニューアルを順次実施す

るため、今後１６０億円を超える費用が必要と

なり、令和１８年度頃までは減少する見込みで

す。

工業用水道事業は令和３年度末で約５３億円

の内部留保を見込んでいます。現在、給水ネッ

トワークを活用した隧道点検を計画的に行って

おり、点検結果によっては不測の修繕費がかか

る可能性があります。また、今後は老朽化した

埋設管路の補修や更新等に５５億円を超える費

用が必要になることから、令和１４年度頃まで

は減少する見込みです。

次に、工業用水道の譲渡承認についてお答え

します。

現在、譲渡を承認している企業は３社であり、

昨年度の各社の売上げは、日本製鉄株式会社が

１，１６０万８，２９７円、鶴崎共同動力株式

会社が３４７万６，４３７円、ＥＮＥＯＳ株式

会社が６９９万９，９６１円となっています。

それから、譲渡の法的根拠についてです。

船舶給水を有償で譲渡する場合は企業局長の

承認が必要であるとの通商産業省の通知に基づ

き、大分県工業用水道事業により給水する工業

用水の譲渡に関する規程を定めており、これに

基づき譲渡を承認しています。

なお、譲渡の承認を受けた使用者は、半期ご

とに給水量や給水料金等について実績報告を義

務付けています。当然、他県でも譲渡を承認し

ていますが、本県では独自に規程を定め、しっ

かり管理しています。

それから、工業用水道事業の１億円の繰出金

ですが、確かに令和元年度まで繰り出していま

したが、最初の内部留保の際に申したように、

今、工業用水道事業では初めての大規模な補修

工事をしており、隧道点検を実施しています。

隧道点検の点検結果により不測の修繕費がかか

る可能性があるので、知事部局とも協議した上

で一旦お休みしています。

堤委員 工業用水道の譲渡承認ですが、法律上

ではなく通知で契約書を交わしていると。通知

で契約を交わすことの法的根拠は何ですか。第

何条とかそこら辺がよく分からないので教えて

ください。通知イコール契約オーケーでいいの

か。

１億円の繰出金については、いろいろとかか

るということですが、電気事業は５千万円でま

だ頑張っているから、工業用水道事業も頑張ら

ないといけないですね。

塩月総務課長 もう少し丁寧に説明すると、工

業用水道事業法上の工業用水の中に雑用水が解

釈上含まれており、その雑用水の中に、船舶給

水が含まれることになります。

ただし、船舶給水を有償で譲渡する際は企業

局長の承認がいるという部分が通知で明確に示

されているということです。

堤委員 ということは、無償でも譲渡できるよ

ということになりますね。他県では無償でして

いるところもありますか。

塩月総務課長 正確なところは分かりませんが、

他県では無償の譲渡があるのではないかと思い

ます。

ちなみに本県の譲渡、さきほど実績報告を求

めてしっかり管理していると申しましたが、具

体的な企業名は出しませんが、譲渡水量を契約

水量で割ったパーセンテージが０．０７％から

０．３２％ですから、一番多いところでも０．

３２％と。

それから、工業用水の原水を直接譲渡してい

るわけではなく、それを飲料水に近い形に浄化
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して供給しているので費用がかかります。そう

いった費用と販売価格や譲渡価格を比較すると、

３社いずれもプラスは出ていないことは調べて

います。

三浦委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって企業局関係予算に対する質疑を終

わります。

以上で本日の審査日程は終わりました。

次会は、１５日午前１０時から当議場で開き

ます。

これをもって本日の委員会を終わります。


